
（平成２３年３月１６日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 19 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 48 件

国民年金関係 18 件

厚生年金関係 30 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

千葉国民年金 事案 3367 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和55年１月から同年３月までの期間、57年７月から58年３月

までの期間及び59年４月から61年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 55 年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 57 年７月から 58 年３月まで 

             ③ 昭和 59 年４月から 61 年３月まで 

    私は、申立期間①当時にＡ区で国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料を納付した。また、申立期間②及び③当時はＢ市で自営業をして

おり、保険料を納付することは節税につながることもあり、必ず納付し

ていたので、当時の所得税の確定申告時に保険料控除を受けている。申

立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の任意加入者の資格取得日から

昭和54年12月頃に払い出され、申立人は同時期、Ａ区において国民年金の

加入手続を行ったものと推認されることから、申立期間①及び②の国民年

金保険料は現年度納付が可能である上、申立人の所持する昭和55年度国民

年金保険料領収証書及びオンライン記録により、昭和55年４月から57年６

月までの保険料は現年度納付していることが確認でき、申立期間①及び②

はいずれも短期間であることを踏まえると、申立人は、申立期間①及び②

の保険料を現年度納付していたと考えても特段不自然ではない。 

   また、申立人の所持する昭和59年及び60年分の確定申告書には、申立期

間③に対応する各年分の国民年金保険料控除額が記載され、申立期間③当

時の法定保険料額におおむね一致していると認められることから、申立人

は、申立期間③の保険料を納付していたと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3368 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和46年４月から47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月から 47 年３月まで 

    私が結婚をする際、母から国民年金保険料は20歳になったときから納

付しているので、結婚後も引き続き納付するように言われ、滞ることな

く保険料を納付していたのに申立期間が未納とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20歳到達により国民年金に加入し、申立期間を除き60歳まで

の468か月の国民年金保険料を納付している上、申立期間の保険料を納付

したとする申立人の母自身は、国民年金と厚生年金保険との切替手続を適

切に行い、保険料を納付していることから、申立人及びその母の国民年金

制度への関心及び保険料の納付意識の高さが認められる。 

   また、申立期間は12か月と短期間であり、前後の期間の保険料は納付済

みとなっていることから、申立人は申立期間の保険料についても納付して

いたと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3369 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年４月から同年 12 月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年４月から同年 12 月まで 

             ② 昭和 57 年４月から 61 年３月まで 

    私は国民年金制度ができたとき、親に勧められて国民年金に加入した。

年金を受給できることが楽しみであったので、国民年金保険料の納付が

遅れても必ず納付してきた。 

    申立期間の保険料は納付していたと思うので、納付記録を確認してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、国民年金に任意加入の９か月と短期間である上、

申立人は、国民年金の被保険者期間のうち、申立期間①を除いては国民年

金保険料を全て納付している。 

   また、申立人の所持する「国民年金保険料納付書・領収証書」から、申

立人の主張どおり、昭和 48 年、49 年及び 50 年度の保険料の一部は過年

度納付しており、保険料の未納の解消を図っていたことが確認できること

から、申立人の納付意識の高さがうかがえる。 

   さらに、特殊台帳の記録から、申立期間①直前の昭和 54 年１月から同

年３月までの保険料が国民年金被保険者資格を喪失後の 55 年５月に過年

度納付されていることを勘案すると、申立期間①の保険料は納付していた

ものと考えるのが自然である。 

   一方、申立期間②については、申立人の所持する国民年金手帳に昭和

55 年１月１日に国民年金の被保険者資格を喪失したこと、及びその後 61

年４月１日に第３号被保険者として被保険者資格を再取得していることが



  

記載されており、オンライン記録とも一致していることから、申立期間②

は、国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付することはで

きない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間②の保険料納

付の前提となる別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間②は 48 か月と長期間である上、申立人が申立期間②

の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、ほかに申立期間②の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 54 年４月から同年 12 月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。



  

千葉国民年金 事案 3370 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年 10 月から 47 年３月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年 10 月から 42 年 7 月まで 

             ② 昭和 46 年 10 月から 47 年３月まで 

    私の国民年金の加入手続は、昭和 36 年に出産の手伝いに来た母が、

Ａ市役所で行ったと記憶している。以後、国民年金保険料は毎月集金人

に納付していたはずであり、申立期間が未納とされていることは納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、国民年金に任意加入の６か月と短期間であり、

申立期間②の前後の期間は国民年金保険料を納付済みである上、申立人は

国民年金の加入期間において、申立期間②を除き保険料を全て納付してい

ることから、申立期間②の保険料を納付していたものと考えるのが自然で

ある。 

   一方、申立期間①については、Ａ市の保管する国民年金被保険者名簿に

おいて、申立人の国民年金の被保険者資格の取得日は「昭和 42 年８月 19

日任意」と記載されており、特殊台帳及びオンライン記録とも一致してい

ることから、申立期間①は、国民年金に未加入の期間であり、制度上、保

険料を納付することはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間①は 70 か月と長期間であり、申立人が申立期間①の

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無



  

く、ほかに申立期間①の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 46 年 10 月から 47 年３月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。



  

千葉国民年金 事案 3371 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの期間及び 55 年１月から 56

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 55 年１月から 56 年３月まで 

    私は、昭和 49 年５月に妻と一緒に国民年金に加入して以降、妻の分

と一緒に定期的に国民年金保険料を納付していたので、申立期間が未納

とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦は、昭和 49 年５月に国民年金に加入して以降、申立期間を

除き、国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付している上、申立人

は、自身の厚生年金保険から国民年金への切替手続及びその妻の種別変更

手続を複数回適切に行っていることから、国民年金制度への理解及び保険

料の納付意識の高さが認められる。 

   また、申立期間①は３か月、申立期間②は 15 か月と合計しても 18 か月

と比較的短期間であり、申立期間前後の期間はいずれも納付済みである上、

申立期間において特段の生活状況の変化は認められないことから、申立期

間の保険料は納付していたものと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3372 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの期間、55 年１月から 56 年

３月までの期間、61 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 55 年１月から 56 年３月まで 

             ③ 昭和 61 年２月及び同年３月 

    私は、昭和 49 年５月に夫と一緒に国民年金に加入して以降、夫が夫

婦二人分の国民年金保険料を定期的に納付していたので、申立期間①及

び②が未納とされていることは納得できない。 

    また、昭和 58 年７月に夫が厚生年金保険に加入し、しばらくしてか

ら保険料を納付しなくなったが、第３号被保険者制度が始まる際に、保

険料を納付した方がいいかもしれないと思い、納付した記憶があるので、

申立期間③が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦は、昭和 49 年５月に国民年金に加入して以降、申立期間を

除き、国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付している上、申立人

の夫は、自身の厚生年金保険から国民年金への切替手続及び申立人の種別

変更手続を複数回適切に行っていることから、国民年金制度への理解及び

保険料の納付意識の高さが認められる。 

   また、申立期間は合計しても 20 か月と比較的短期間であり、申立期間

①及び②前後の期間はいずれも納付済みである。 

   さらに、申立期間③については、オンライン記録により、申立人は、昭

和 61 年２月６日に任意加入被保険者の資格を取得したことが確認でき、

保険料を納付しようとする意思があったことがうかがえる。 



  

   加えて、申立人の申立期間③に係る資格取得の記録が、申立人の夫の国

民年金手帳に誤って記載されており、事務処理が適切に行われなかった可

能性がある。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3373 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年１月から同年３月までの期間、60 年４月から 61 年

８月までの期間、同年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 60 年４月から 61 年８月まで 

             ③ 昭和 61 年 10 月及び同年 11 月 

    私が 20 歳になったときに、母が国民年金の加入手続を行ってくれ、

当初は国民年金保険料も納付してくれていた。いつから自分で納付す

るようになったかは覚えていないが、申立期間①が未納とされている

ことは納得できない。 

    また、申立期間②及び③については、夫と私の二人分の保険料を一緒

に納付していたのに、私だけが未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になって以降、申立期間を除き、国民年金加入期間の

国民年金保険料を全て納付しており、納付意識の高さが認められる。 

   また、申立期間①については、Ａ市の国民年金被保険者名簿により、申

立人は、申立期間①前後の期間を過年度納付していることが確認できると

ころ、同名簿には「個人納付書送付 53.１～３」と記載されており、申立

期間①についても過年度納付書が発行されていたことが確認できる。 

   さらに、申立期間②及び③については、申立人の夫は、同期間の保険料

を納付済みである上、申立人は、「毎日集金に来ていたＢ協同組合の職員

に二人分の保険料の納付を依頼した。」と述べているところ、Ｂ協同組合

は、「当時、毎日集金を行う職員がおり、集金の際に保険料を預かること

はあった。」と述べている。 



  

   加えて、申立期間は合計 22 か月と比較的短期間であり、いずれも前後

の期間は納付済みであることから、申立期間の保険料は納付していたもの

と考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3374 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和45年１月から同年３月までの期間及び46年４月から48年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 46 年４月から 48 年３月まで 

    私の国民年金保険料については、結婚するまでは親が納付しており、

結婚後は、自分で納付していたことを記憶しており、申立期間の保険料

が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立期間①の前後の期間は国民年金保険料を納

付済みであり、３か月と短期間である上、申立人の所持する国民年金手帳

において、昭和44年度の国民年金印紙検認台紙が切り離されておらず、申

立期間①直前の保険料納付の記録が漏れていたことを訂正するなど、記録

管理上、行政側の不手際が認められる。 

   また、申立期間②については、申立期間②の前後の期間は保険料を納付

済みである上、24か月と比較的短期間であることから、申立期間②の保険

料は納付していたものと考えるのが自然である。 

   さらに、申立人は、国民年金加入期間において、申立期間以外には保険

料の未納は無く、国民年金に任意加入するなど、納付意識の高さが認めら

れる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。



  

千葉国民年金 事案 3375（事案 2915 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年３月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年３月 

    私は、年金手帳において申立期間に係る国民年金被保険者の資格に係

る記録が記載され、Ａ区の捺
なつ

印があるように、平成３年夏頃にＡ区役所

で第３号被保険者の種別変更手続を行い、申立期間の国民年金保険料を

納付していたはずなのに、申立期間が未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立期間は、平成９年２月 26

日に申立人の国民年金被保険者資格の種別変更処理が行われたことから第

１号被保険者とされた期間であり、変更処理が行われた時点では時効によ

り国民年金保険料を納付することができないこと、ⅱ）Ａ区役所では過年

度分の保険料の納付書は発行していない上、区役所窓口及び区庁舎内の銀

行派出所では過年度分の保険料を納付することはできないことなどから、

既に当委員会の決定に基づき平成 22 年 10 月 20 日付けで年金記録の訂正

は必要でないとする通知が行われている。 

   しかしながら、オンライン記録により、申立人の第３号被保険者の平成

２年３月の資格喪失及び同年４月の資格取得の処理が９年２月 26 日に行

われていることが確認できるところ、申立人の所持する年金手帳の「国民

年金の記録（１）」の申立期間に係る第１号被保険者の資格取得及び資格

喪失の欄には、８年３月以前に居住していたＡ区の捺印があり、申立人が

実際にＡ区役所に年金手帳を持参した際に記載及び捺印されたものと推認

できることから、行政側に記録管理の不備があったことがうかがえる。 

   また、申立人がＡ区に居住していた期間のうち、平成３年３月 25 日か



  

ら４年４月末までは申立期間の保険料を納付することが可能な上、申立人

は、申立期間以外に国民年金加入期間に未納は無く、任意加入をして保険

料を納付しているなど、納付意識の高さが認められることから、１か月と

短期間である申立期間の保険料を納付した可能性を必ずしも否定できない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

千葉厚生年金 事案 3310 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 44 年８月 21 日、資格喪失日の記録を同

年 12 月 15 日とし、申立期間の標準報酬月額を４万 2,000 円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年８月 21 日から同年 12 月 15 日まで 

   私は、昭和 38 年３月にＡ社に入社し、平成 15 年２月まで同社及びそ

の関連事業所に勤務していたが、昭和 44 年７月 21 日付けでＤ社（現在

は、Ｅ社）Ｆ工場からＡ社Ｇ工場への異動が発令され、その後転勤した

際の厚生年金保険の加入記録が４か月欠落しているので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された辞令書（昭和 44 年７月 21 日付けでＤ社が交付）

及び 44 年分給与所得の源泉徴収票（Ａ社Ｇ工場発行）並びに元同僚の証

言から判断すると、申立人は、Ａ社及びその関連会社のＤ社に継続して勤

務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、Ａ社Ｇ工場が厚生年金保険の適用事業所となったのは、申立期間

後の昭和 44 年 12 月 15 日であるところ、申立人よりも前に赴任し当該事

業所の開設準備に当たっていた元同僚は、「Ａ社Ｇ工場は、その開設まで

の間、同社Ｃ工場（本社）の出張所として扱われ、同社Ｃ工場から給与が

支給されていた。申立人は、44 年８月に着任し、私と同様に同社Ｃ工場

から給与が支給されていた。」と供述していることから、Ａ社は、同社Ｇ

工場が厚生年金保険の適用事業所となるまでの間、申立人を同社Ｃ工場に



  

在籍させる取扱いとしていたことがうかがえる。 

さらに、申立期間の標準報酬月額については、源泉徴収票に記載されて

いる社会保険料等の額から、４万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得

届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届や取得届を提出

する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所

（当時）が当該届出を記録していないとは通常の事務処理では考え難いこ

とから、事業主から社会保険事務所へ資格の喪失及び取得の届出は行って

おらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 44 年８月から

同年 11 月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当

該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3311 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 22 年８月 31 日から 23 年２月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（事務所）（現在は、Ｂ社（事務

所））における資格取得日に係る記録を 22 年８月 31 日に訂正し、当該期

間の標準報酬月額を 600 円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 20 年４月 15 日から 22 年４月１日まで 

             ② 昭和 22 年８月 31 日から 23 年２月１日まで 

    私の父は、申立期間①は、２年間も無職だったということは考えられ

ず、Ｃ事業所又はＡ社に勤務していたと思う。申立期間②は、Ａ社にお

いて途中で辞めることなく、継続して勤務していた。当時の辞令を提出

するので、厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行なったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿の備考欄に「転勤」の記載があること、及び申立人の子から提出され

た人事異動辞令、賃金改定辞令から判断すると、申立人は、Ａ社に継続

して勤務し（昭和 22 年８月 31 日に同社（工場）から同社（事務所）に

異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る

昭和 23 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、600 円とするこ

とが妥当である。 



  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

２ 申立期間①については、Ｃ事業所は、昭和 20 年４月 15 日に厚生年金

保険の適用事業所でなくなっている上、申立人と同日に資格喪失してい

る元同僚は、「20 年４月 15 日の空襲でＣ事業所は焼失してしまい、そ

のときに私は同社を辞めた。」と供述している。 

一方、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同

社は、昭和 22 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所になっており、

申立期間①は適用事業所になる前の期間である。 

また、Ａ社が適用事業所となった日に被保険者資格を取得した 17 人

は、いずれも死亡又は所在不明であり、当時の状況について確認できな

い。 

このほか、申立人の申立期間①における保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3312 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年 12 月、43 年２月から同年 11 月

までの期間、44 年２月から同年 10 月までの期間、45 年２月から同年 11

月までの期間、46 年１月から同年５月までの期間、同年７月、同年９月

及び同年 10 月、47 年２月、同年４月及び同年５月、48 年１月から 49 年

５月までの期間、同年７月から同年９月までの期間、51 年６月、52 年５

月から 53 年６月までの期間、同年 10 月から 54 年３月までの期間、同年

５月から同年 11 月までの期間、55 年１月から 56 年２月までの期間、同

年５月から 61 年７月までの期間、同年９月から 63 年 12 月までの期間、

平成元年３月から３年８月までの期間、同年 10 月及び同年 11 月、４年２

月、同年４月、同年７月から同年 10 月までの期間、５年１月から同年 10

月までの期間、６年３月及び同年４月、同年７月及び８年１月から同年９

月までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当

該期間の標準報酬月額に係る記録を昭和 42 年 12 月及び 43 年２月から同

年６月までの期間は１万 6,000 円、同年７月及び同年８月は１万 8,000 円、

同年９月から同年 11 月までの期間は２万 2,000 円、44 年２月は２万

4,000 円、同年３月から同年５月までの期間は２万 8,000 円、同年６月は

３万 3,000 円、同年７月及び同年８月は３万円、同年９月は３万 3,000 円、

同年 10 月は４万 2,000 円、45 年２月から同年４月までの期間は３万

3,000 円、同年５月は３万 6,000 円、同年６月は４万 2,000 円、同年７月

及び同年８月は３万 6,000 円、同年９月は３万 9,000 円、同年 10 月は４

万 5,000 円、同年 11 月は３万 9,000 円、46 年１月は４万 2,000 円、同年

２月は５万 6,000 円、同年３月は４万 2,000 円、同年４月は３万 6,000 円、

同年５月、同年７月及び同年９月は４万 8,000 円、同年 10 月、47 年２月、

同年４月、同年５月及び 48 年１月は５万 2,000 円、同年２月から同年４

月までの期間は６万 4,000 円、同年５月及び同年６月は６万 8,000 円、同

年７月は８万 6,000 円、同年８月は７万 2,000 円、同年９月及び同年 10

月は８万 6,000 円、同年 11 月から 49 年３月までの期間は７万 2,000 円、

同年４月、同年５月、同年７月から同年９月までの期間及び 51 年６月は

８万円、52 年５月は 16 万円、同年６月は 19 万円、同年７月から同年９

月までの期間は 16 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 17 万円、同年 12 月

及び 53 年１月は 20 万円、同年２月は 19 万円、同年３月は 22 万円、同年

４月及び同年５月は 20 万円、同年６月は 19 万円、同年 10 月は 20 万円、

同年 11 月は 22 万円、同年 12 月は 20 万円、54 年１月は 24 万円、同年２

月は 20 万円、同年３月は 24 万円、同年５月は 26 万円、同年６月は 20 万



  

円、同年７月は 22 万円、同年８月は 24 万円、同年９月及び同年 10 月は

22 万円、同年 11 月は 24 万円、55 年１月は 22 万円、同年２月は 24 万円、

同年３月から同年６月までの期間は 22 万円、同年７月は 24 万円、同年８

月及び同年９月は 22 万円、同年 10 月は 19 万円、同年 11 月は 20 万円、

同年 12 月は 19 万円、56 年１月、同年２月及び同年５月から同年７月ま

での期間は 22 万円、同年８月は 24 万円、同年９月は 22 万円、同年 10 月

は 20 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 24 万円、57 年１月は 22 万円、同

年２月は 20 万円、同年３月から同年６月までの期間は 22 万円、同年７月

は 20 万円、同年８月から同年 11 月までの期間は 22 万円、同年 12 月は

24 万円、58 年１月及び同年２月は 22 万円、同年３月及び同年４月は 26

万円、同年５月は 24 万円、同年６月は 26 万円、同年７月は 28 万円、同

年８月は 26 万円、同年９月は 28 万円、同年 10 月は 26 万円、同年 11 月

から 59 年１月までの期間は 24 万円、同年２月及び同年３月は 26 万円、

同年４月は 24 万円、同年５月及び同年６月は 22 万円、同年７月は 24 万

円、同年８月は 22 万円、同年９月及び同年 10 月は 24 万円、同年 11 月は

22 万円、同年 12 月は 24 万円、60 年１月は 26 万円、同年２月は 22 万円、

同年３月は 24 万円、同年４月から同年６月までの期間は 22 万円、同年７

月は 26 万円、同年８月及び同年９月は 24 万円、同年 10 月は 20 万円、同

年 11 月は 19 万円、同年 12 月は 20 万円、61 年１月は 22 万円、同年２月

は 19 万円、同年３月は 28 万円、同年４月は 30 万円、同年５月から同年

７月までの期間は 22 万円、同年９月は 26 万円、同年 10 月及び同年 11 月

は 24 万円、同年 12 月から 62 年２月までの期間は 26 万円、同年３月及び

同年４月は 28 万円、同年５月から同年９月までの期間は 26 万円、同年

10 月は 28 万円、同年 11 月は 26 万円、同年 12 月は 30 万円、63 年１月は

26 万円、同年２月及び同年３月は 24 万円、同年４月から同年７月までの

期間は 26 万円、同年８月は 28 万円、同年９月及び同年 10 月は 34 万円、

同年 11 月及び同年 12 月は 30 万円、平成元年３月は 34 万円、同年４月は

26 万円、同年５月は 30 万円、同年６月は 34 万円、同年７月は 28 万円、

同年８月は 26 万円、同年９月は 24 万円、同年 10 月は 34 万円、同年 11

月及び同年 12 月は 28 万円、２年１月は 24 万円、同年２月は 30 万円、同

年３月から同年５月までの期間は 36 万円、同年６月は 32 万円、同年７月

は 36 万円、同年８月は 28 万円、同年９月は 36 万円、同年 10 月から３年

４月までの期間は 26 万円、同年５月は 32 万円、同年６月は 38 万円、同

年７月は 44 万円、同年８月は 34 万円、同年 10 月、同年 11 月、４年２月

及び同年４月は 41 万円、同年７月は 38 万円、同年８月は 26 万円、同年

９月は 38 万円、同年 10 月は 41 万円、５年１月は 44 万円、同年２月及び

同年３月は 41 万円、同年４月は 44 万円、同年５月から同年７月までの期

間は 38 万円、同年８月は 34 万円、同年９月は 38 万円、同年 10 月は 44



  

万円、６年３月及び同年４月は 41 万円、同年７月は 44 万円、８年１月及

び同年２月は 38 万円、同年３月から同年５月までの期間は 36 万円、同年

６月及び同年７月は 38 万円、同年８月及び同年９月は 36 万円に訂正する

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年６月１日から平成 15 年４月１日まで 

    私は、Ａ事業所（現在は、Ｂ事業所）に勤務していた期間について、

ねんきん定期便で確認した標準報酬月額に基づく厚生年金保険料より

多くの額が私の給与から控除されている。給料支払明細書を提出する

ので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

    したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、給料

支払明細書における報酬額及び厚生年金保険料控除額から、昭和 42 年

12 月及び 43 年２月から同年６月までの期間は１万 6,000 円、同年７月

及び同年８月は１万 8,000 円、同年９月から同年 11 月までの期間は２

万 2,000 円、44 年２月は２万 4,000 円、同年３月から同年５月までの

期間は２万 8,000 円、同年６月は３万 3,000 円、同年７月及び同年８

月は３万円、同年９月は３万 3,000 円、同年 10 月は４万 2,000 円、45

年２月から同年４月までの期間は３万 3,000 円、同年５月は３万 6,000

円、同年６月は４万 2,000 円、同年７月及び同年８月は３万 6,000 円、



  

同年９月は３万 9,000 円、同年 10 月は４万 5,000 円、同年 11 月は３

万 9,000 円、46 年１月は４万 2,000 円、同年２月は５万 6,000 円、同

年３月は４万 2,000 円、同年４月は３万 6,000 円、同年５月、同年７

月及び同年９月は４万 8,000 円、同年 10 月、47 年２月、同年４月、同

年５月及び 48 年１月は５万 2,000 円、同年２月から同年４月までの期

間は６万 4,000 円、同年５月及び同年６月は６万 8,000 円、同年７月

は８万 6,000 円、同年８月は７万 2,000 円、同年９月及び同年 10 月は

８万 6,000 円、同年 11 月から 49 年３月までの期間は７万 2,000 円、

同年４月、同年５月、同年７月から同年９月までの期間及び 51 年６月

は８万円、52 年５月は 16 万円、同年６月は 19 万円、同年７月から同

年９月までの期間は 16 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 17 万円、同

年 12 月及び 53 年１月は 20 万円、同年２月は 19 万円、同年３月は 22

万円、同年４月及び同年５月は 20 万円、同年６月は 19 万円、同年 10

月は 20 万円、同年 11 月は 22 万円、同年 12 月は 20 万円、54 年１月は

24 万円、同年２月は 20 万円、同年３月は 24 万円、同年５月は 26 万円、

同年６月は 20 万円、同年７月は 22 万円、同年８月は 24 万円、同年９

月及び同年 10 月は 22 万円、同年 11 月は 24 万円、55 年１月は 22 万円、

同年２月は 24 万円、同年３月から同年６月までの期間は 22 万円、同

年７月は 24 万円、同年８月及び同年９月は 22 万円、同年 10 月は 19

万円、同年 11 月は 20 万円、同年 12 月は 19 万円、56 年１月、同年２

月及び同年５月から同年７月までの期間は 22 万円、同年８月は 24 万

円、同年９月は 22 万円、同年 10 月は 20 万円、同年 11 月及び同年 12

月は 24 万円、57 年１月は 22 万円、同年２月は 20 万円、同年３月から

同年６月までの期間は 22 万円、同年７月は 20 万円、同年８月から同

年 11 月までの期間は 22 万円、同年 12 月は 24 万円、58 年１月及び同

年２月は 22 万円、同年３月及び同年４月は 26 万円、同年５月は 24 万

円、同年６月は 26 万円、同年７月は 28 万円、同年８月は 26 万円、同

年９月は 28 万円、同年 10 月は 26 万円、同年 11 月から 59 年１月まで

の期間は 24 万円、同年２月及び同年３月は 26 万円、同年４月は 24 万

円、同年５月及び同年６月は 22 万円、同年７月は 24 万円、同年８月

は 22 万円、同年９月及び同年 10 月は 24 万円、同年 11 月は 22 万円、

同年 12 月は 24 万円、60 年１月は 26 万円、同年２月は 22 万円、同年

３月は 24 万円、同年４月から同年６月までの期間は 22 万円、同年７

月は 26 万円、同年８月及び同年９月は 24 万円、同年 10 月は 20 万円、

同年 11 月は 19 万円、同年 12 月は 20 万円、61 年１月は 22 万円、同年

２月は 19 万円、同年３月は 28 万円、同年４月は 30 万円、同年５月か

ら同年７月までの期間は 22 万円、同年９月は 26 万円、同年 10 月及び

同年 11 月は 24 万円、同年 12 月から 62 年２月までの期間は 26 万円、



  

同年３月及び同年４月は 28 万円、同年５月から同年９月までの期間は

26 万円、同年 10 月は 28 万円、同年 11 月は 26 万円、同年 12 月は 30

万円、63 年１月は 26 万円、同年２月及び同年３月は 24 万円、同年４

月から同年７月までの期間は 26 万円、同年８月は 28 万円、同年９月

及び同年 10 月は 34 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 30 万円、平成元

年３月は 34 万円、同年４月は 26 万円、同年５月は 30 万円、同年６月

は 34 万円、同年７月は 28 万円、同年８月は 26 万円、同年９月は 24

万円、同年 10 月は 34 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 28 万円、２年

１月は 24 万円、同年２月は 30 万円、同年３月から同年５月までの期

間は 36 万円、同年６月は 32 万円、同年７月は 36 万円、同年８月は 28

万円、同年９月は 36 万円、同年 10 月から３年４月までの期間は 26 万

円、同年５月は 32 万円、同年６月は 38 万円、同年７月は 44 万円、同

年８月は 34 万円、同年 10 月、同年 11 月、４年２月及び同年４月は 41

万円、同年７月は 38 万円、同年８月は 26 万円、同年９月は 38 万円、

同年 10 月は 41 万円、５年１月は 44 万円、同年２月及び同年３月は 41

万円、同年４月は 44 万円、同年５月から同年７月までの期間は 38 万

円、同年８月は 34 万円、同年９月は 38 万円、同年 10 月は 44 万円、

６年３月及び同年４月は 41 万円、同年７月は 44 万円、８年１月及び

同年２月は 38 万円、同年３月から同年５月までの期間は 36 万円、同

年６月及び同年７月は 38 万円、同年８月及び同年９月は 36 万円にす

ることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、給料支払明細書において確認できる報酬月額

又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）に

おいて記録されている標準報酬月額が長期間にわたり一致していない

ことから、事業主は、給料支払明細書において確認できる報酬月額又

は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会

保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち昭和 42 年６月から同年 11 月までの期間、43

年１月、同年 12 月及び 44 年１月、同年 11 月から 45 年１月までの期

間、46 年６月、同年８月、同年 11 月、47 年１月、同年３月、49 年６

月、同年 10 月及び同年 11 月、50 年１月から同年３月までの期間、同

年５月から 51 年５月までの期間、同年８月から同年 12 月までの期間、

平成８年 10 月から９年１月までの期間、同年３月から 10 年２月まで

の期間、同年５月から同年８月までの期間、同年 10 月から 11 年７月



  

までの期間、同年９月から 12 年２月までの期間、同年４月から同年９

月までの期間、13 年５月、14 年２月、同年４月及び同年９月から 15

年３月のまでの期間については、オンライン記録の標準報酬月額は、

給料支払明細書おいて確認できる報酬月額及び保険料控除額のそれぞ

れに見合う標準報酬月額のいずれよりも高い額又は同額であることか

ら特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わな

い。 

    また、申立期間のうち、昭和 45 年 12 月、46 年 12 月、47 年６月から

同年 12 月までの期間、49 年 12 月、50 年４月、51 年７月、52 年１月

から同年４月までの期間、53 年７月から同年９月までの期間、54 年４

月、同年 12 月、56 年３月及び同年４月、61 年８月、平成元年１月及

び同年２月、３年９月、同年 12 月及び４年１月、同年３月、同年５月

及び同年６月、同年 11 月及び同年 12 月、５年 11 月から６年２月まで

の期間、同年５月及び同年６月、同年８月から７年 12 月までの期間、

９年２月、10 年３月及び同年４月、同年９月、11 年８月、12 年３月、

同年 10 月から 13 年４月までの期間、同年６月から 14 年１月までの期

間、同年３月及び同年５月から同年８月までの期間については、給料

支払明細書が無いことから、報酬月額及び保険料控除額は確認できな

い。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の申立期間のうち、上記１の期間を除く期間について、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。



                      

  

千葉厚生年金 事案 3313 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は申立人が昭和 20 年８月 26 日に厚生年金保険被保険者資格を喪

失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められる

ことから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正

することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、50 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年３月１日から 20 年８月 26 日まで 

私は、昭和 17 年４月に、Ａ県にあったＢ社Ｃ事業所にＤ（職種）と

して入社した。しかし、戦争でＡ県が危険になったため、19 年３月頃

にＥ県Ｆ市にあった同社Ｇ工場に転勤となった。さらに 20 年６月頃に

同社Ｈ工場に転勤して終戦を迎えた。同社Ｇ工場と同社Ｈ工場に勤務し

た期間の厚生年金保険の被保険者記録が欠落していることは納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人のＢ社Ｃ事業所における厚生年金保険

被保険者資格喪失日は、昭和 19 年３月１日となっており、同社に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿においても、申立人が同日に資格を喪失

したことが確認できる。 

しかし、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳によると、申立人の資

格喪失日は、Ｂ社Ｃ事業所において、昭和 20 年８月 26 日と記載されてい

る。 

また、申立人は、「戦争でＡ県が危険になり、昭和 19 年３月頃からＥ

県Ｆ市にあったＢ社Ｇ工場に転勤となった。さらに 20 年６月頃に同社Ｈ

工場に転勤して終戦を迎えた。」と供述しているところ、申立人が氏名を

覚えていた元部下は、オンライン記録により、19 年 10 月１日から 20 年



                      

  

８月 15 日まで、同社Ｇ工場において厚生年金保険の被保険者記録が確認

でき、申立人の供述と符合する。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 20 年８月 26 日

に厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し

行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記の被保険者台帳の記録

から 50 円とすることが妥当である。



                      

  

千葉厚生年金 事案 3314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日

に係る記録を平成８年３月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24

万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年３月 26 日から同年５月１日まで 

私は、平成７年３月にＡ社に入社後、Ｂ社に出向し、８年３月 26 日

に再びＡ社に戻ったが、同社における厚生年金保険の二度目の被保険者

資格取得日が同年５月１日となっている。申立期間に厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ａ社及びＢ社から業務委託を受け、人事を含めた店舗管

理を行っていたＣ社から出向していた申立人の上司は、「申立人のＢ社か

らＡ社への異動は自分が命じた、空白の期間は無いはずである。」と供述

していることから、申立人は、両社に継続して勤務し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、異動日については、上記元上司の証言、申立人と同時期にＢ社か

らＡ社へ異動となった元同僚の厚生年金保険の加入記録及び本人の供述か

ら、平成８年３月 26 日とすることが妥当である。 

さらに、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平

成８年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、24 万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社は既に解散し、申立期間当時の二人の事業主のうち一人は



                      

  

死亡、もう一人は所在が不明でおり、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。



                      

  

千葉厚生年金 事案 3315 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ社における申立期間の標準賞与額に係る記録を 63 万 3,000 円とす

ることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17 年 12 月 10 日 

私は、平成 13 年６月から 20 年 11 月末までＡ社に勤務していたが、

17 年 12 月 10 日の賞与に係る厚生年金保険被保険者記録が無い。厚生

年金保険料控除が確認できる賞与支給明細書を提出するので、記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、申

立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料

の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これ

に基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞与額のそれぞれに見合

う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額は、平成 17 年 12 月 10 日の賞与支

給明細書により、63 万 3,000 円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当

時）に提出しておらず、保険料を納付していないことを認めていることか

ら、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。



                      

  

千葉厚生年金 事案 3316 

 

第１ 委員会の結論  

 申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ事業所における申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 16 年 12 月

15 日は 65 万円、17 年６月 15 日は 52 万円、同年 12 月 16 日は 65 万円、

18 年６月 15 日は 52 万円、同年 12 月 15 日は 65 万円及び 19 年６月 15 日

は 52 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16 年 12 月 15 日 

             ② 平成 17 年６月 15 日 

             ③ 平成 17 年 12 月 16 日 

             ④ 平成 18 年６月 15 日 

             ⑤ 平成 18 年 12 月 15 日 

             ⑥ 平成 19 年６月 15 日 

    私は、申立期間の賞与分の諸給与明細書において、厚生年金保険料が

控除されているのに、厚生年金保険の被保険者記録が欠落しているので

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与に係る諸給与明細書により、申立人は、平成

16 年 12 月 15 日、17 年６月 15 日、同年 12 月 16 日、18 年６月 15 日、同

年 12 月 15 日及び 19 年６月 15 日にＡ事業所から賞与を支給され、当該賞

与額に見合う厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、申立期間の賞与に係る諸

給与明細書により、申立期間①は 65 万円、申立期間②は 52 万円、申立期



                      

  

間③は 65 万円、申立期間④は 52 万円、申立期間⑤は 65 万円及び申立期

間⑥は 52 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当

時）に提出しておらず、保険料を納付していないことを認めていることか

ら、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。



                      

  

千葉厚生年金 事案 3317 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 28 年４月 30 日から同年７月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社（その後、Ｂ社）における資格喪失

日に係る記録を同年７月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 4,500

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年４月１日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 28 年４月 30 日から同年７月１日まで 

             ③ 昭和 32 年から同年９月 24 日まで 

    私は、Ａ社に昭和 27 年４月頃から勤務していたのに厚生年金保険被

保険者の資格取得日が同年６月１日になっている。また、資格喪失日が

28 年４月 30 日になっているが、次の職場であるＣ市役所に就職する直

前までＡ社に勤務しており、申立期間②が厚生年金保険の加入期間でな

いことは納得できない。さらに、申立期間③についてはＤ事業所に勤務

していたのに厚生年金保険の加入期間となっていないので、合わせて調

査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、Ａ社の元事業主の回答により、申立人が当該

事業所に勤務していたことが推認できる。 

    また、申立人は「当時、高校２年生の妹と二人暮らしであり、Ａ社で

働いて給料収入を得ないと生活できない状況にあり、次の勤務先である

Ｃ市役所に勤務する直前の昭和 28 年６月 30 日まで同社で勤務していた。

勤務形態及び業務形態に変更はなかった。」と申述しているところ、当

該事業所の元事業主は、申立期間②当時の申立人の申述について認めて



                      

  

いる。 

    さらに、当該事業所の元役員は、「私は資格取得した月から退職する

月まで厚生年金保険料を給与から控除されており、申立人についても資

格取得した月から退職する月まで給与から保険料を控除されていると思

う。」と供述している上、当時の同僚は、「申立人のことは知っている。

昭和 28 年夏頃に申立人が辞めたので、申立人がしていたＥ（作業）を

私がすることになった。」と供述しているところ、申立期間②について、

当該同僚の厚生年金保険の被保険者期間は継続しており、欠落は無い。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人は、当該期間に係る保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

    また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社における

昭和 28 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から 4,500 円とするこ

とが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間①については、Ａ社の元事業主及び元同僚の証言から、申立

人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、当該事業所の元事業主及び元同僚は、申立人について「当初

は学生だったのでアルバイトのような待遇で勤務していた。」と供述し

ている。 

    また、Ａ社は昭和 26 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所となっ

ているが、同年４月 1 日に入社した元同僚の厚生年金保険被保険者の資

格取得日が、同年 10 月 20 日になっているなど、適用事業所となった日

に在籍していた者全員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかった

ことが確認できる。 

    さらに、元事業主及び元役員は、「総務事務関係のことは、担当者一

人に任せていたので、申立人の資格取得日が昭和 27 年６月１日、資格

喪失日が 28 年４月 30 日で処理されている事由については分からな

い。」と供述している上、その担当者は既に死亡しているため申立人の

当該期間における保険料の控除について確認することができない。 



                      

  

    このほか、申立人の当該期間における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

  ３ 申立期間③については、申立人は、Ｄ事業所の業務内容について具体

的に記憶していることから、申立人が当該事業所に勤務していたことは

推認できる。 

    しかしながら、申立人が申述した所在地にあったＤ事業所は昭和 55

年７月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間③は適

用事業所になる前の期間である。 

    また、申立人の記憶から事業主等を特定することができず、聞き取り

調査を行うことができないことから、申立人の勤務実態について確認す

ることができない。 

    このほか、申立人の当該期間における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



                      

  

千葉厚生年金 事案 3318 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年１月１日から同年９月 25 日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社Ｂ出張所における資格取得日に係る

記録を同年１月１日、資格喪失日に係る記録を同年９月 25 日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を３万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年 10 月から 39 年 10 月１日まで 

    私は、昭和 37 年７月から 39 年９月末日までＡ社Ｂ出張所に勤務し、

オンライン記録において、記録上、国民年金保険料が未納となっている

38 年 10 月から同出張所を退職した 39 年９月末日までの期間に厚生年

金保険に加入していたはずであるが、その記録が欠落している。同出張

所から交付された同年１月分と思われる給与支払明細表を提出するので、

記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人から提出された「Ａ社Ｂ出張所」と印字されている「１月分給

与支払明細表」（年は未記入）により、申立人がＡ社Ｂ出張所に勤務し、

給与から厚生年金保険料を控除されていたことが確認できる。 

    また、申立人の妻は、申立人がⅰ）申立期間当初はＣ事業所に勤務し

ていたこと、ⅱ）昭和 39 年１月上旬にＤ県Ｅ郡Ｆ町（現在は、Ｇ市）

所在のＨ（施設）の建設現場に係長として単身赴任したこと、ⅲ）Ａ社

Ｂ出張所の給与支給日である同年９月 25 日に家族の元に戻ったことな

ど、申立人の当該出張所における勤務環境及び退職時の状況について具

体的に記憶しているところ、Ａ社は、「Ｈ（施設）は、当社が建設主体

となり、同年１月１日から 40 年３月 31 日までを工期として新築した。



                      

  

また、Ｂ出張所の給与支払日は毎月 25 日であった。」と回答している

上、申立人は、「Ａ社 Ｈ（施設）」名義の名刺を保有していることか

ら、申立人は 39 年１月から同年９月 25 日までの期間について、当該事

業所に勤務していたと推認でき、申立人から提出された「１月分給与支

払明細表」は、同年１月分のものと考えられる。 

    さらに、Ａ社において申立期間当時、Ｈ（施設）の建設現場に勤務し

ていた同僚は、「申立人は、私がＩ（職種）として着任した昭和 39 年

４月には、責任者的な立場で勤務していた。私の着任後、１か月から２

か月で退職したということはない。」と供述している上、元同僚が記憶

していた当該建設現場における別の元同僚は、「私は、昭和 39 年秋口

に申立人が退職することになり、その後任として着任した。申立人とは

業務の引継ぎのため短期間であるが一緒に勤務した。」と供述している

ところ、オンライン記録によると、当該元同僚がＨ（施設）の建設現場

に着任した当時から申立人と一緒に勤務している期間についても、当該

元同僚の厚生年金保険の被保険者記録は継続していることが確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 39

年１月１日から同年９月 25 日までの期間についてＡ社Ｂ出張所に勤務

し、当該期間の保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

    また、当該期間に係る標準報酬月額については、申立人から提出され

た給与支払明細表に記載されている保険料控除額から３万円とすること

が妥当である。 

    なお、申立人に係る保険料を事業主が納付する義務を履行したか否か

については、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提

出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があ

ったことになるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が

当該届出を記録していないとは通常の事務処理では考え難いことから、

事業主から当該社会保険事務所へ資格の取得及び喪失に係る届出は行わ

れておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 39 年１

月から同年８月までの期間に係る保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主はこれらの期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 38 年 10 月から 39 年１月１日までの期

間においては、申立人は現場採用の被用者であり、臨時的雇用形態であ

ったと判断される上、申立人は、当該期間に係る元同僚の正確な氏名を

記憶していないため、申立人に係る厚生年金保険被保険者の資格取得及

び保険料の控除について確認することができない。 



                      

  

    また、申立期間のうち、昭和 39 年９月 25 日から同年 10 月１日まで

の期間において、申立人の妻は、「夫は、39 年９月 25 日に同年９月分

の給料を受け取り、Ａ社Ｂ出張所を辞めて家族の元に戻って来た。」と

供述しており、当該期間に在職していたことを確認できる資料は無い。 

    このほか、申立人の当該期間における保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、昭和 38 年 10

月から 39 年１月１日までの期間及び同年９月 25 日から同年 10 月１日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。



                      

  

千葉厚生年金 事案 3319 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年７月 26 日から同年８月１日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得

日に係る記録を同年７月 26 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を３万

6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   また、申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年９月 30 日から同年 10 月

１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る

記録を同年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額については、10

万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年７月 26 日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 48 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和41年４月にＡ社に入社して、42年３月に子会社のＣ社に転

勤した。その後、44年７月26日にＡ社に戻ってきたときの厚生年金保険

被保険者資格の取得日が同年８月１日になっていることはおかしいと思

うので調査してほしい。また、48年10月１日に同じく子会社であるＤ社

に転勤したが、Ａ社での厚生年金保険被保険者資格の喪失日が同年９月

30日になっている。平成16年５月に退職するまで継続して勤務してきた

ので、合わせて調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ｂ社からの回答、申立人から提出されたＡ社

の名称が入った「44 年８月分給与明細書」及び退職計算書から判断す



                      

  

ると、申立人はグループの事業所に継続して勤務し（Ｃ社からＡ社に異

動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

    なお、異動日については、申立人の供述及び申立人から提出された

「44 年８月分の給与明細書」の出勤日数の内訳から昭和 44 年７月 26

日とすることが妥当である。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

44 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から３万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事

務所に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間②については、Ｂ社からの回答、申立人から提出されたＡ社

の名称が入った「49 年９月分給与明細書」及び退職計算書から判断す

ると、申立人はグループの事業所に継続して勤務し（Ａ社からＤ社に異

動）、当該期間に係る保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

    なお、異動日については、申立人のＡ社及びＤ社に係る雇用保険の加

入記録から昭和 48 年 10 月１日とすることが妥当である。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

48 年８月の社会保険事務所の記録から 10 万 4,000 円とすることが妥当

である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主が資格喪失日を昭和 48 年 10 月１日と届け出たにも

かかわらず、社会保険事務所がこれを同年９月 30 日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る当該期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



千葉国民年金 事案 3376 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14 年４月から同年８月までの期間及び 19 年４月から同年

６月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 50 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 14 年４月から同年８月まで 

             ② 平成 19 年４月から同年６月まで 

    私は平成 14 年及び 19 年に町役場で国民年金保険料の免除申請を行っ

たのに、22 年に届いた「国民年金加入記録に係る調査確認結果」によ

れば申立期間が未納となっている。申立期間が免除ではなく未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 14 年及び 19 年に町役場で国民年金保険料の免除申請を

行ったと申述しているが、14 年当時の免除期間に係る事務の取扱いにつ

いては、申請のあった日の属する月の前月から免除の対象期間となってい

るところ、オンライン記録によると、申立人の 14 年における免除申請日

は 10 月９日であり、この場合、申請日の前月である同年９月から翌 15 年

６月までの期間が免除となり、オンライン記録と事務上の取扱いとに齟齬
そ ご

は無い上、免除記録の取消等の不自然な処理を行った形跡は見当たらない。 

   また、平成 19 年当時の免除期間に係る事務の取扱いについては、申請

月が１月から６月の場合は前年７月から当年６月までの期間を、申請月が

７月から 12 月の場合は当年７月から翌年６月までの期間が免除の対象期

間となっていたところ、オンライン記録によると、申立人の 19 年におけ

る免除申請日は 10 月 11 日であり、この場合、同年７月から翌 20 年６月

までの期間が免除となり、オンライン記録と事務上の取扱いとに齟齬は無

い上、免除記録の取消等の不自然な処理を行った形跡は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を免除されていたことを示す関連資



料（免除申請書の本人控、免除承認通知書等）は無く､ほかに申立期間の

保険料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3377 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から 55 年９月までの期間及び 56 年１月から 58

年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年４月から 55 年９月まで 

             ② 昭和 56 年１月から 58 年 12 月まで 

    私と夫は、昭和 57 年から 58 年頃に区役所で過去の国民年金保険料を

何か月分でも納付できると職員から説明を受け、当時実施されていた国

民年金保険料の納付特例により、58 年４月に金融機関から 80 万円を引

き出し、私の夫が夫婦二人分の申立期間の保険料を全て納付したのに、

申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58 年４月に、申立人の夫が夫婦二人分の申立期間の国

民年金保険料を特例納付により全て納付したと主張しているところ、過去

において特例納付は３回実施されているが、申立人の夫が申立期間の保険

料を納付したとする 58 年には特例納付は実施されておらず、申立期間の

保険料を特例納付により一括して納付したとは考え難い。 

   また、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3378 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成９年８月から 10 年３月までの期間、11 年８月から同年９

月までの期間及び 12 年 11 月から 14 年５月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年８月から 10 年３月まで 

             ② 平成 11 年８月から同年９月まで 

             ③ 平成 12 年 11 月から 14 年５月まで 

    私は平成 18 年 10 月末に会社を退職後、すぐにＡ市Ｂ区役所で国民年

金の加入手続を行った。その際に職員から、私の国民年金保険料の未納

期間は６か月のみであると説明を受けたのに、その６か月以外に 29 か

月も未納とされている期間があることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料については送付されてき

た納付書により納付し、当該期間のうち一部納付できなかった期間につい

ては、申立期間③の保険料と合わせＡ市Ｃ区において集金人に数回にわた

り納付したと申述しているところ、オンライン記録において、申立期間①、

②及び③の納付記録の取消等の不自然な事務処理を行った形跡は見受けら

れない。 

   また、申立期間は平成９年１月の基礎年金番号制度導入後であり、保険

料の収納事務の電算化が図られた後であることから、年金記録事務におけ

る事務処理の機械化が促進されており、記録漏れ、記録誤り等が生じる可

能性は低い。 

   さらに、申立期間は３回、合わせて 29 か月と長期間である上、申立人

は申立期間に係る加入手続及び納付についての記憶が定かでないことから、

保険料の納付状況等が不明である。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料



(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3379 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年２月から 45 年３月までの期間、同年 10 月から 53 年

３月までの期間、54 年４月から 55 年９月までの期間及び 56 年１月から

59 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年２月から 45 年３月まで 

             ② 昭和 45 年 10 月から 53 年３月まで 

             ③ 昭和 54 年４月から 55 年９月まで 

             ④ 昭和 56 年１月から 59 年３月まで 

    私と妻は、昭和 57 年から 58 年頃に区役所で過去の国民年金保険料を

何か月分でも納付できると職員から説明を受け、当時実施されていた国

民年金保険料の納付特例により、58 年４月に金融機関から 80 万円を引

き出し、私が夫婦二人分の申立期間の保険料を全て納付したのに、申立

期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58 年４月に、申立人が夫婦二人分の申立期間の国民年

金保険料を特例納付により全て納付したと主張しているところ、過去にお

いて特例納付は３回実施されているが、申立人が申立期間の保険料を納付

したとする 58 年には特例納付は実施されておらず、申立期間の保険料を

特例納付により一括して納付したとは考え難い。 

   また、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3380 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月から 63 年３月まで 

    昭和 57 年４月頃、専門学校を卒業したばかりの私は、年金のことに

は無関心であったが、母が私の将来の生活のためにと国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料を毎月納付してくれた。母が黒い枠で囲まれ

た横長の納付書で、保険料を納付してくれていたのに、申立期間が未納

とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を

納付してくれたと申述しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、

国民年金手帳記号番号払出簿から昭和 63 年９月１日に払い出されたこと

が確認でき、同時期に国民年金の加入手続が行われたことが推認できるこ

とから、加入時点において申立期間の大半は時効により保険料を納付する

ことができない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与して

おらず、関与したとする申立人の母は、加入手続の時期及び保険料の納付

に係る記憶が曖昧であり、申立期間に係る具体的な納付状況が不明である。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く､ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3381（事案 1760 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年７月から同年８月までの期間、43 年 10 月から 44 年

７月までの期間及び 49 年１月から 50 年６月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年７月から同年８月まで 

             ② 昭和 43 年 10 月から 44 年７月まで 

             ③ 昭和 49 年１月から 50 年６月まで 

    昭和 50 年３月か同年４月頃、私の夫が国民年金の特例納付のことを

聞き、二人でＡ区Ｂ出張所（当時）において、国民年金の加入手続を行

い、特例納付をするために銀行から現金を引き出して特例納付の保険料

として約 12 万円を同出張所で納付した。前回の申立てに対する回答(年

金記録に係る確認申立てについて(通知))では、私の国民年金手帳記号

番号は加入手続を行った 50 年ではなく、51 年に払い出されているとの

ことであるが、その回答は信用できない。 

    私が昭和 50 年にＡ区Ｂ出張所で国民年金の加入手続を行い、保険料

を一括納付したことは事実である。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番

号の払出しは、Ｃ社会保険事務所（当時）が保管する国民年金手帳記号

番号払出簿から昭和 51 年７月９日であることが確認でき、この時期に

特例納付は実施されていないこと、ⅱ）申立期間は国民年金に未加入の

期間であるため、国民年金保険料を納付することはできないこと､ⅲ）

50 年に月額 4,000 円で合計約 12 万円を特例納付したとするが、49 年か

ら 50 年にかけて実施された第２回特例納付時の法定保険料額とは大き

く異なっていること､ⅳ）申立人が申述している特例納付保険料月額

4,000 円は 53 年から 55 年にかけて実施された第３回特例納付時の法定

保険料額と一致するが、その当時、申立人はＡ区には居住しておらず、

Ａ区Ｂ出張所で特例納付したとは考え難いことなどを理由として、既に

当委員会の決定に基づき平成 21 年 10 月 28 日付けで年金記録の訂正は



必要でないとする通知が行われている。 

 

  ２ 今回、申立人は前回の審議結果において、国民年金手帳記号番号の払

出日が、自身が加入手続をしたと記憶している昭和 50 年３月又は同年

４月ではなく、51 年７月とされていることは信用できないとして再申

立てを行っているところ、オンライン記録において、申立人の前後の被

保険者の加入時期について調査した結果、申立人の手帳記号番号の、

ⅰ）98 番前の被保険者の生年月日は 31 年１月 29 日であり、20 歳到達

により国民年金被保険者の資格を取得していることから、当該被保険者

の国民年金の加入手続は 51 年１月以降であることが推認できること、

ⅱ）９番後の被保険者は 51 年４月１日に国民年金被保険者の資格を取

得しており、同年３月 31 日まで厚生年金保険被保険者であったことか

ら、当該被保険者の国民年金の加入手続は同年４月以降であることが推

認できること、ⅲ）42 番後の被保険者の生年月日は 31 年５月 24 日で

あり、20 歳到達により国民年金被保険者の資格を取得していることか

ら、当該被保険者の国民年金の加入手続は 51 年５月以降であることが

推認できること、ⅳ）64 番後の被保険者は 51 年６月 28 日に国民年金

の任意加入被保険者となっており、任意加入においては遡及して加入す

ることはできず、同年６月に加入の申出を行っていることが推認できる

ことから、申立人の手帳記号番号は、少なくとも 51 年４月以降に払い

出されたものと考えられる上、国民年金手帳記号番号払出簿検索システ

ムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情は見当たらない。 

    また、申立人が所持する年金手帳の「国民年金の記録(１)」の欄外に

「所得比例 51 年６月から」と記入されており、当時の国民年金法にお

いて、所得比例保険料（付加保険料）は、その納付を申し出た日の属す

る月以降の各月について納付することができるとされているところ、オ

ンライン記録において、申立人は昭和 51 年６月分から付加保険料を含

めて国民年金保険料を納付している上、申立人が所持する領収証書によ

り、50 年７月から 51 年３月までの保険料は同年８月に納付しているこ

とが確認できることから、申立人が 50 年３月又は同年４月頃に国民年

金の加入手続を行ったとは考え難く、51 年４月以降に加入手続を行っ

たと考えるのが自然である。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

    このほか、申立期間について、当該期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる新たな資料等は提出されておらず、当委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期

間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3382 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年２月から３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年２月から３年３月まで 

    私は、申立期間当時は大学生で、Ａ市の親元を離れＢ市で生活してい

た。20 歳になり国民年金の加入案内が送付され、親の勧めもあり、不

測の事態に備えて同市Ｃ区役所で国民年金の加入手続を行った。申立期

間の国民年金保険料は母が納付していたはずである。平成元年２月から

３年３月の間に同市Ｄ区へ転居したが、国民年金の住所変更手続を怠っ

たため、申立期間の記録が失われた可能性があるので確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は 20 歳になった際、Ｂ市Ｃ区で国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料は申立人の母が納付したと主張しているところ、申立人の所

持する年金手帳には、初めて国民年金の被保険者となった日が平成３年４

月１日と記載されており、同市Ｄ区役所の国民年金収滞納一覧表の記載及

びオンライン記録とも一致していることから、申立期間は国民年金に未加

入の期間であり、制度上、保険料を納付することはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたとする申立人の母は、保険料

を納付していたかどうか覚えていないと申述しており、申立期間における

保険料の納付状況は不明である。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3383 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年６月から４年３月までの国民年金保険料は、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年６月から４年３月まで 

    私は 20 歳のとき、大学生であったがそれなりの収入があったので国

民年金保険料を納付していた記憶がある。 

    当時住んでいた、Ａ市に国民年金の加入記録があるはずなので確認し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人に係る国民年金の被保険者資格及び国

民年金保険料の納付記録は無く、申立期間は国民年金に未加入の期間であ

り、制度上、保険料を納付することはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間の保険料納付

の前提となる国民年金手帳記号番号が払い出されたことはうかがえない上、

Ａ市において申立人に係る国民年金被保険者名簿は確認できない。 

   さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付について具体的

に覚えていない上、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。



千葉国民年金 事案 3384 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年５月から 55 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年５月から 55 年１月まで 

    私は、昭和 50 年４月に会社を退職後、52 年頃に国民年金の加入手続

を行い、毎月、郵便局で国民年金保険料を納付していた。また、会社を

退職してから国民年金に加入するまでの期間については、２年間は遡っ

て保険料を納付できることを知り、２年分をまとめて納付したはずであ

るので、申立期間が未加入で未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年頃に国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民

年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人の所持する年金

手帳には 55 年２月 12 日に国民年金の被保険者資格を任意で取得したこと

が記載されており、Ａ市の保管する国民年金被保険者名簿及びオンライン

記録とも一致していることから、申立期間は国民年金に未加入の期間であ

り、制度上、保険料を納付することはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に申立期間の保険料納付

の前提となる別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

   さらに、申立人の申立期間に係る国民年金の加入手続及び保険料の納付

方法の記憶は不鮮明なため、申立期間の加入手続及び保険料の納付状況は

不明である。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3385 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年１月から 63 年７月までの期間及び平成元年４月から

同年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61 年１月から 63 年７月まで 

             ② 平成元年４月から同年８月まで 

    私は、最初に勤めた会社を退職する際、国民年金に加入し国民年金保

険料を納付するように教えられたことから、厚生年金保険から国民年金

への切替手続を行い、保険料はきちんと納付してきたのに、申立期間が

未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は申立期間当時、Ａ市及びＢ市に居住していたと述べているとこ

ろ、オンライン記録によると、申立期間以前の住所地であるＣ市からＡ市

への住所変更が、申立期間後の平成２年 10 月に行われている上、申立人

の所持する年金手帳の住所欄にＣ市以外の住所の記載が無く、申立期間当

時、国民年金の住所変更手続を行った形跡はうかがえない。 

   また、第３号被保険者の該当処理が申立期間後の平成３年２月 27 日に

行われており、この時点を基準にすると、申立期間①は時効により保険料

を納付することはできない期間である。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る国民年金の加入手続及び国民年金保

険料の納付については、全く覚えていないと申述しており、申立期間の加

入手続及び保険料の納付状況は不明である。 

   加えて、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記

号番号が払い出された事情はうかがえない上、申立期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3386 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年 11 月から 44 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 11 月から 44 年３月まで 

    私は、昭和 43 年 11 月に嫁ぎ、当時、義父から「Ａ村役場（当時）の

職員が自宅に来たから、国民年金保険料を払ったからな。」と言われた

ことを覚えている。家の事のほとんどを取り仕切っていた義父は、既に

亡くなっており詳細は分からないが、申立期間の納付記録を確認してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する国民年金手帳には、昭和 43 年 12 月３日交付と記載さ

れており、同日に申立人の国民年金の加入手続が行われたと推認されると

ころ、同手帳の昭和 43 年度の国民年金印紙検認記録欄には検認印が無く、

印紙検認台紙が切り取られ、44 年６月 23 日付けＡ村（当時）の割印があ

ることから、この時点では、申立期間のうち、現年度保険料で納付するこ

とができた 43 年４月から 44 年３月までの期間は未納であったことが推認

できる。 

   また、同手帳に昭和 39 年 11 月 27 日強制取得の記載があることから、

加入手続の際、遡って被保険者資格を取得したことが推認されるところ、

加入手続時点で、申立期間のうち 42 年 11 月から 43 年３月までの期間の

保険料は過年度納付することが可能であるが、既に時効で納付できない

39 年 11 月から 41 年９月までの期間と連続した長期の未納期間の一部で

あったことがうかがえる。 

   さらに、申立人は申立期間の保険料納付に直接関与しておらず、申立人

の国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとする申立人の義父は既に

亡くなっているため、申立期間の保険料の納付状況は不明である上、Ｂ市



の保管する国民年金被保険者台帳において、申立期間は未納とされており、

過年度納付が行われた形跡も見当たらない。 

   加えて、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記

号番号が払い出された事情はうかがえない上、申立期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3387 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年４月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月から 58 年３月まで 

    私は、仕事を辞めてすぐの昭和 57 年４月頃、Ａ市役所の本庁又は支

所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料の納付の詳細（納付

方法、納付場所等）については覚えていないが、間違いなく定期的に納

付していたはずである。年金手帳の「被保険者になった日」の記載を国

民年金の被保険者資格の証明と思い込んでいたため、国民年金保険料領

収証書を廃棄したことを後悔している。申立期間が未納とされているこ

とは納得できないので納付記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年４月頃にＡ市において国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付していたと主張しているところ、申立人の所持する

年金手帳の国民年金記号番号の箇所に「Ｂ課」（同課の管轄は、Ｃ区、Ｄ

区及びＥ区）の押印があり、住所欄にもＥ区の住所が記載されていること、

及び申立人の国民年金記号番号の前後の被保険者の記録から、申立人の国

民年金の加入手続は 58 年５月頃にＥ区において行われたものと推認され

ることから、57 年４月頃にＡ市で加入手続を行い、保険料を納付してい

たとする申立人の主張と相違する。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間の保険料を定期的に納付していたと述べて

いるところ、納付場所、納付方法等の記憶は不鮮明なため、申立期間の納

付状況は不明である上、Ｅ区の保管する「年度別納付状況リスト」（昭和



59 年５月 10 日現在）には、申立期間は未納と記録されていることから、

同時点までに過年度納付が行われた形跡はうかがえない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3388 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 53 年３月まで 

    私は、大学卒業後アルバイトをしていたため、父が私の老後を心配し、

私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。

昭和 53 年度以降の保険料は納付済みとなっているので、申立期間の保

険料も納付しているはずであり、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、昭和 54 年９月頃

であり、同時点で、申立期間の国民年金保険料は第３回特例納付及び過年

度納付により納付することは可能であるが、申立人自身は、国民年金の加

入手続及び保険料の納付に直接関与していない上、加入手続及び申立期間

の保険料納付を行ったとする申立人の父は既に死亡しているため、国民年

金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の特殊台帳及びＡ市の被保険者名簿には特例納付をうかが

わせる記載は見当たらない上、申立期間の保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3389 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年１月から 59 年 12 月までの期間及び 60 年１月から

61 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50 年１月から 59 年 12 月まで 

             ② 昭和 60 年１月から 61 年３月まで 

    私は、短期大学の先生に勧められて 20 歳のときに国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料をＡ銀行Ｂ支店で毎月納付していた。昭和

50 年３月に短期大学卒業後、Ｃ（職種）として３年間勤め、その後、

アルバイトをしながら少ない収入の中から保険料を納付していたのに、

年金記録において国民年金の資格取得日が 60 年１月にされ、申立期間

①が未加入、申立期間②が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳のときに国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を毎月納付していたと申述しているところ、申立人の国民年金手帳記号番

号は、昭和 61 年８月 11 日にＤ市に払い出された手帳記号番号の一つであ

り、前後の手帳記号番号の第３号被保険者の該当処理日から、申立人は加

入手続を同年９月頃に行ったものと推認でき、申立人の主張とは相違する。 

   また、申立人は、申立期間の保険料を遡って納付したことがないと述べ

ており、昭和 61 年９月頃に加入手続を行った時点で、現年度納付するこ

とが可能な同年４月の保険料から納付を開始したものと推認できる。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3390 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年４月から 63 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年４月から 63 年９月まで 

    私は、昭和 59 年９月にＡ社に就職し、同社が厚生年金保険に適用さ

れるまでの申立期間の国民年金保険料は、銀行に口座振替を勧められ、

60 年４月から口座振替による納付を開始した。申立期間の保険料は納

付しているはずであり、未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 59 年６月 26 日にＢ市に払い出

された手帳記号番号の一つであり、申立人の手帳記号番号の前後の任意加

入者の資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続は同年 11 月頃に行

われ、この際、申立人は同年９月 16 日に遡って国民年金の被保険者資格

を取得したことが推認できる。 

   また、申立人は、Ｂ市役所の国民年金窓口で口座振替による納付手続を

行い、申立期間の国民年金保険料を口座振替により納付したと申述してい

るところ、申立人から提出された昭和 59 年度から 62 年度までの国民年金

保険料納入通知書において、申立期間に係る保険料が納付されていたこと

は確認できない上、口座振替の申込手続が完了している場合は、次年度以

降の納付通知書が送付されることは無い。 

   さらに、申立人が勤務していたＡ社の事業主は、「申立期間当時、社員

は国民年金に加入していた。」と供述しているが、当該事業所における元

同僚の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況からは、申立人が申立期

間の保険料を納付していたと推認することは困難である。 

   加えて、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が



払い出された事情はうかがえない上、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3391 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年６月から同年 10 月までの期間及び２年４月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年６月から同年 10 月まで 

             ② 平成２年４月から同年 12 月まで 

    私は平成２年６月頃、母がＡ区役所に行って私の国民年金の加入手続

をしてくれた。また、国民年金保険料の納付については、区役所の担当

者から分割払いできないと言われたので、母が数か月分の保険料をまと

めて納付したのに、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後

の国民年金被保険者の資格記録から平成３年９月頃に行われ、この時点で、

元年６月 11 日に遡って被保険者資格を取得したものと推認できる。 

   また、オンライン記録によると、申立期間①直後の平成元年 11 月から

２年３月までの保険料が３年 12 月 30 日に、申立期間②直後の同年１月か

ら同年３月までの保険料が５年２月 22 日に、それぞれ時効間際に納付さ

れていることから、申立期間①及び②の保険料は時効により納付すること

はできなかったものと推認される。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。



千葉国民年金 事案 3392 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年６月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年６月から同年 11 月まで 

    私は、昭和 57 年 12 月６日にＡ区役所Ｂ出張所で国民年金の任意加入

手続を行った。その際２年以内なら遡って国民年金保険料を納付できる

と言われたので、同年４月から翌年３月までの保険料を数回に分けて納

付したが、申立期間が未納とされているので年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の年金手帳に記載されている国民年金の資格記録及びオンライン

記録における申立期間当時の国民年金の資格記録は、平成 19 年３月に申

立人の厚生年金保険の資格記録との統合によって訂正されるまで、昭和

54 年７月７日強制資格取得、55 年４月１日資格喪失、57 年４月１日強制

資格取得、同年５月 21 日資格喪失、同年 12 月６日任意資格取得となって

おり、当時、申立人が強制加入期間である同年４月の国民年金保険料を納

付したことが確認できる。 

   また、申立人は昭和 57 年 12 月６日に任意加入手続を行った後、申立期

間の保険料を納付したと主張しているところ、申立人は同年５月に厚生年

金保険の被保険者である夫と結婚しているため、申立期間は国民年金に任

意加入の対象期間となることから、制度上遡って加入することはできず、

国民年金の未加入期間となるため、保険料を納付することはできない。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されていた事情はうかがえず、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。



千葉国民年金 事案 3393 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年３月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年３月から 44 年３月まで 

    私の両親は、役所が決めたことは守る主義であり、私の国民年金の加

入手続及び申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたはずである。 

    私は大学を卒業して、社会人になったのは 23 歳であるが、20 歳のと

きから国民年金の被保険者資格を取得しており、大学生であった昭和

44 年４月から納付済記録とされていること、及び申立期間以外にも未

納とされていた期間が納付済みと確認されて記録が訂正されたことがあ

り、申立期間だけが未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 45 年３月６日にＡ市に払い出

された手帳記号番号の一つであり、申立人の所持する国民年金手帳は同日

に発行されていることから、申立人は、同年３月に国民年金に加入したこ

とが推認でき、この時点では、申立期間のうち 42 年 12 月以前の期間は、

時効により国民年金保険料を納付することはできない期間である。 

   また、Ａ市の保管する「特例納付状況一覧」（昭和 55 年 12 月６日現

在）において、申立期間の保険料は未納とされており、オンライン記録と

も一致することが確認できる。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



千葉厚生年金 事案 3320 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 41 年 12 月 29 日から 43 年９月２日まで 

    私は、昭和 41 年 12 月 29 日から 43 年９月２日まで、Ａ市Ｂ（当時）

に所在したＣ社に勤務したが、この期間の厚生年金保険の被保険者記録

が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時の勤務先の名称、所在地、業務内容、従業員数

などを詳述していることから、勤務期間は特定できないものの、Ｃ社に勤

務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録において、申立期間当時、Ａ市に所在するＣ社

という名称の事業所は、厚生年金保険の適用事業所として確認できない。 

   また、申立人が唯一氏名を記憶している元事業主は、申立期間にＣ社で

はなく、別の事業所で厚生年金保険の被保険者資格を有している上、既に

死亡していることから、当該事業所における申立人の申立期間当時の厚生

年金保険の加入状況について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3321（事案 870 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月１日から 49 年３月１日まで 

    私は、前回、第三者委員会から申立期間については「訂正不要」との

決定を受けたが、昭和 48 年４月から 49 年２月末までＡ社に勤務し、給

与から厚生年金保険料が控除されていたので、厚生年金保険の被保険者

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、元同僚の証言により、申立人がＡ社に勤務してい

たことは推認できるが、当該事業所は、昭和 49 年９月 30 日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主は既に死亡し、申立人の

申立期間の勤務実態は不明である上、ほかに厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、既に当委員

会の決定に基づき、平成 21 年７月 14 日付けで年金記録の訂正は必要ない

とする通知が行われている。 

   今回の申立てにおいて、申立人は、申立期間の始期を昭和 48 年５月か

ら同年４月に１か月間繰り上げた上、前回の申立てにおいて氏名を挙げた

元同僚１名のほか、新たに５名の元同僚の氏名を挙げているが、この６名

のうち、３名は既に死亡し、１名は所在不明であり、所在が確認できた２

名及び当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に被保険者資格を有する２名の計４名に照会した結果、回答があっ

た３名は、申立人のことを覚えていたものの、勤務期間について具体的な

供述は得られなかったことから、申立人の当該事業所における勤務実態を

確認できない。 

   このほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人は厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。



千葉厚生年金 事案 3322（事案 870 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年２月１日から 62 年３月１日まで 

    私は、前回、第三者委員会から申立期間については「訂正不要」との

決定を受けたが、昭和 61 年２月１日から 62 年３月１日までＡ社に勤務

し、給与から厚生年金保険料が控除されていたので、厚生年金保険の被

保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、複数の元同僚の証言により、申立人がＡ社に勤務

していたことは推認できるが、同社が厚生年金保険の適用事業所になった

のは申立期間中の昭和 61 年５月１日であること、申立期間中の同年 10 月

２日から次の勤務先の雇用保険に加入していることが確認できること、及

び同社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時の事

業主も死亡し、申立人の申立期間当時の勤務実態を確認できないことなど

から、既に当委員会の決定に基づき、平成 21 年７月 14 日付けで、年金記

録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

   今回の申立てにおいて、申立人は、申立期間の始期を昭和 60 年１月か

ら 61 年２月に１年間繰り下げた上、新たに元同僚１名の氏名を挙げ、

「その同僚は、私が辞める少し前に入社した。」と供述しているところ、

当該元同僚は、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所となった同年５月１日に被保険者資格を取得していることが確認できる

ものの、既に死亡していることから、申立人の勤務期間を確認することが

できない。 

   また、申立人は、「Ａ社の常務に、Ｂ社を紹介されて同社に転職し

た。」と供述しているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者



名簿において当該常務の氏名は無く、申立人が覚えている電話番号では連

絡が取れず、所在が確認できない。 

   さらに、当該被保険者名簿において、申立期間に被保険者資格を有する

元同僚３名に照会したが、回答があった２名のうち１名は、「Ａ社は、社

員が 10 名未満で、一つの部屋で業務を行っていたが、申立人を覚えてい

ない。」と供述している。 

   このほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人は厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。



千葉厚生年金 事案 3323 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年 10 月 16 日から 32 年４月６日まで 

    私は、昭和 31 年 10 月 16 日にＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に就職し、

34 年６月 20 日までＤ（部門）においてＥ（職種）として勤務したが、

31 年 10 月 16 日から 32 年４月６日までの厚生年金保険の加入記録が無

い。この間、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていたの

で、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された履歴書（昭和 35 年にＦ町（現在は、Ｇ市）役場

入庁時に提出）及び申立人が氏名を挙げた複数の元同僚の証言により、申

立人は、申立期間にＡ社Ｃ工場に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、申立人が氏名を挙げた元同僚６名のうち所在が確認できた５名

及びＡ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人と同日（昭和 32 年４月６日）に資格取得した 10 名のうち所在が確認で

きた４名の計９名に照会した結果、回答があった７名のうち２名は、「申

立人と同様に厚生年金保険の資格取得日より前から勤務していた。」と証

言していることから、当該事業所では入社と同時に厚生年金保険に加入さ

せる取扱いではなかったことがうかがえる。 

   また、当該被保険者名簿において、申立期間前の昭和 30 年 11 月 16 日

に２名が資格取得した後、32 年３月 15 日に１名が資格取得するまでの間

に資格取得者はおらず、このあとは、申立人を含む 11 名が同年４月６日

にまとめて資格取得している。 

   また、Ｂ社は、「当時の関係資料を保存していない。」と回答しており、

申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できない。 



   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3324 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年４月１日から 57 年４月１日まで 

             ② 昭和 57 年４月１日から同年 10 月１日まで 

             ③ 昭和 57 年 10 月１日から 58 年４月１日まで 

    私は、申立期間①については、Ａ（職種）制度を利用しながら専門学

校に通い、Ｂ事業所で働いていた。申立期間②については、昭和 57 年

４月からＣ社で、Ｄ（職種）として働いていた。申立期間③については、

Ｃ社勤務中に知り合った方が始めたＥ社に勤務していた。全ての申立期

間について、厚生年金保険に加入していたはずであり、最初に交付され

た年金手帳は無くしてしまったため、その後の勤務先で新しい年金手帳

を交付してもらった記憶があるので厚生年金保険の加入記録を調査して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、複数の元同僚の証言により、申立人が申立期

間①においてＡ（職種）として、Ｂ事業所に勤務していたことは推認で

きる。 

    しかしながら、申立人は、「昭和 56 年４月に一緒にＡ（職種）とし

て入社した人は、５、６名いた。」と供述しているところ、Ｂ事業所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間①において、

厚生年金保険被保険者の資格を取得している者は２名だけであることが

確認できる。 

    また、申立期間①に被保険者の資格を取得している者のうち１名は、

「私は、昭和 56 年４月から１年くらい勤務していたが、Ａ（職種）で

はなかった。」と供述している上、同氏は、もう１名の被保険者につい

ても「確かＡ（職種）ではなかった。」と供述している。 

    さらに、Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間①

において、申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 



    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、元同僚は、「申立人とは、Ｃ社に入社した時

期は全く一緒ではなかったと思うが、大体同じ頃に入社し、退社した時

期は一緒であった。また、職種も同じだった。」と供述しており、当該

元同僚は、同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、厚生年金

保険被保険者の資格を取得していることが確認できることから、申立人

が同社に勤務していたことは推認できる。 

    しかしながら、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなって

いる上、当時の事業主は「当時の資料は既に破棄した。」と供述してい

ることから、申立人の勤務期間、厚生年金保険の適用状況及び保険料の

控除について確認することはできない。 

    また、当該元同僚及び当該元同僚が氏名を挙げた別の元同僚について

は、Ｃ社において雇用保険に加入していたことが確認できるが、申立人

の同社における雇用保険の加入記録は確認できない。 

    さらに、Ｃ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間②にお

いて、申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間③については、元同僚は、「申立人と一緒にＣ社を退職し、

Ｅ社に入社した。」と供述していることから、勤務期間は明らかでない

ものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

    しかしながら、F 県に所在するＥ社という事業所は、オンライン記録

において厚生年金保険の適用事業所として確認できない上、当該元同僚

は、「Ｅ社は、厚生年金保険には加入していなかった。」と供述してい

る。 

    また、Ｅ社の当時の事業主の所在は不明であることから、厚生年金保

険の適用状況及び保険料の控除について確認することはできない。 

    このほか、申立人の申立期間③における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3325 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年６月から同年８月１日まで 

             ② 昭和 45 年９月から 47 年４月１日まで 

    私は、昭和 45 年３月 23 日にＡ社に入社し、同社を同年７月末に退職

後、間を空けることなく同年８月１日にＢ社に入社し、47 年３月末ま

で勤務していたのに、申立期間について厚生年金保険の被保険者とされ

ていないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、オンライン記録において、申立人が昭和 45

年３月 23 日にＡ社における厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同

年６月 27 日に資格を喪失していることが確認できるところ、申立人は、

「同年７月末まで勤務していた。」と主張している。 

    しかしながら、Ａ社は、「申立人の勤務の有無、厚生年金保険の資格

の取得・喪失届について不明である。」と回答している上、雇用保険の

加入記録において、申立人のＡ社における離職日は、昭和 45 年６月 26

日とされており、離職日の翌日を資格喪失日とする厚生年金保険の記録

と符合している。 

    また、Ｃ厚生年金基金の加入記録において、申立人のＡ社における資

格喪失日は昭和 45 年６月 27 日とされており、厚生年金保険の記録と一

致している。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、オンライン記録において、申立人が昭和 45



年８月１日にＢ社における厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年

９月１日に喪失していることが確認できるところ、申立人は、「47 年

３月末まで勤務していた。」と主張している。 

    しかしながら、事業主から提出された申立人に係る「健康保険厚生年

金保険被保険者資格喪失確認通知書」により、事業主が申立人の厚生年

金保険の資格喪失日を昭和 45 年９月１日と届け出ていることが確認で

き、オンライン記録と一致している。 

    また、Ｃ厚生年金基金の加入記録において、申立人のＢ社における資

格喪失日は昭和 45 年９月１日とされており、厚生年金保険の加入記録

と一致している。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3326 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年５月２日から４年４月２日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた平成２年５月から４年３月までの標準報酬

月額が、実際の給与支給額より低くなっている。入社当時から給与の支

給額は 30 万円を下回ったことは無く、申立期間の標準報酬月額が 24 万

円から 26 万円とされていることは納得できないので、正しい記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する平成２年及び３年の源泉徴収票に記載された給与支払

金額から、２年５月から３年 12 月までの報酬月額については、オンライ

ン記録における申立人の標準報酬月額を上回っていたことがうかがえる。 

   しかしながら、Ａ社の被保険者縦覧照会回答票において、当該事業所が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成４年４月２日に厚生年金保険

被保険者の資格を喪失している者は 21 人確認でき、そのうち連絡が取れ

た 12 人の中で、オンライン記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

より多い保険料が給与から控除されていたと回答した者はいない。 

   また、平成２年及び３年の源泉徴収票に記載されている社会保険料等の

金額は、オンライン記録における標準報酬月額から算出した概算金額とお

おむね一致している。 

   さらに、申立人の標準報酬月額の記録ついて、遡及して訂正されるなど

の不適切な処理が行われた形跡は見当たらない上、ほかに申立人の主張す

る標準報酬月額に基づく保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3327 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年６月 21 日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 43 年６月 21 日から同年８月 20 日まで、Ａ社に勤務して

いたにもかかわらず、同社における厚生年金保険被保険者の資格取得日

が同年８月１日、資格喪失日が同年８月 20 日とされていることは納得

できないので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の同社にお

ける厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和 43 年８月１日、喪失日は

同年８月 20 日と記録されているが、厚生年金保険法第 19 条第２項では、

｢被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一

箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資

格を取得したときは、この限りではない。｣と規定されており、申立人は、

同月中に次の事業所で被保険者資格を取得したため、当該記録は厚生年金

保険の被保険者期間として加算されていない。 

   また、申立人は、｢当該事業所に昭和 43 年６月 21 日から勤務してい

た。｣と主張しているが、複数の元同僚に照会しても、申立人のことを覚

えている者はいないため、申立人の勤務期間について確認できない。 

   さらに、元同僚のうちの一人は、｢人により違うと思うが、私のときは

試用期間が３か月から６か月くらいあったと思う。｣と供述している。 

   加えて、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、その親族は、｢当

時の資料は保存されておらず、申立人の勤務、厚生年金保険の届出及び厚

生年金保険料の控除は全て不明である。｣と回答している上、ほかに申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3328 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたとは認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55 年７月 31 日から同年８月 31 日まで 

    私は、昭和 55 年７月 31 日から同年８月 30 日までＡ社（現在は、Ｂ

社）のＣ丸でＤ（職種）として勤務した。54 年７月 26 日から同年８月

31 日まで、同じＣ丸でＤ（職種）として勤務した期間については船員

保険被保険者としての加入期間があるのに、同条件で雇用された申立期

間は、船員保険被保険者とされていないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された船員手帳により、申立人は、昭和 55 年７月 31 日

から同年８月 30 日まで、Ａ社の所有する船舶にＤ（職種）として勤務し

ていたことは確認できる。 

   しかし、Ｂ社は、「当社が保管する台帳には、申立人が昭和 54 年７月

26 日から同年８月 31 日までアルバイト船員として勤務した記録はあるが、

申立期間当時の記録は無い。当時、保険に関しては、各自国民健康保険に

加入としたり、雇入れ時に船員保険証の写しが必要なときは船員保険に加

入させたりと、その時期により取扱いがまちまちだったと思われる。」と

回答している。 

   また、元同僚８名に照会しても、申立人を覚えている者はおらず、申立

人の勤務実態について確認できない上、そのうち事務担当をしていた１名

は、「アルバイトは船員保険に加入させていなかった。」と供述している。 

   さらに、Ａ社の船舶所有者別被保険者名簿において、申立期間に申立人

の氏名は無く、被保険者証の番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3329 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、申立期間における厚生年金保険被保険者としての記録につい

ては、訂正する必要は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年５月 13 日から同年 11 月１日まで 

    私は、平成 17 年５月 12 日付けでＡ事業所を解雇され退職した。 

    しかし、私の意思に反し、健康保険及び厚生年金保険の被保険者期間

が平成 17 年 11 月１日まで継続され、後日、Ａ事業所から、同事業所が

立て替えていた退職後の６か月分の健康保険料及び厚生年金保険料を請

求された。申立期間は勤務していないので、退職日まで遡って厚生年金

保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び申立人が所持する雇用保険受給資格者証、解雇

通知書、退職証明書から判断すると、申立人は、平成 17 年５月 12 日付け

でＡ事業所を解雇され、申立期間当時は勤務していなかったことが認めら

れる。 

   しかしながら、当該事業所は、「申立期間当時、解雇について申立人側

と争いがあり、後日、申立人との話し合いにより、退職日を平成 17 年５

月 12 日に、健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格喪失日を、本人の

希望もあり、同年 11 月１日にすることで合意した。」と回答している上、

申立人は、当該事業所が立替払いしていた、申立期間を含む同年１月から

同年 10 月までの期間の健康保険料及び厚生年金保険料を 18 年１月 23 日

に同事業所の口座に振り込んでいる。 

   また、当該事業所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確

認通知書により、申立人の資格喪失日が平成 17 年 11 月１日と届け出られ

ていることが確認でき、当該資格記録とオンライン記録は一致し、一連の

事務処理に不自然な点は認められない。 



   以上のことから、申立人は、平成 17 年５月 12 日付けで退職し、申立期

間当時、当該事業所に勤務していなかったと認められるものの、事業主は、

申立人と合意の上で、健康保険及び厚生年金保険の資格喪失日を定め、申

立人の厚生年金保険の資格喪失日を同年 11 月１日として社会保険事務所

（当時）に届け出たものと認められ、ほかにこれに反する特段の事情は見

当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の厚生年金保険被保険者記録を訂正する必要は認められない。



千葉厚生年金 事案 3330 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年４月から 43 年６月まで 

    私の夫は、昭和 28 年４月から 43 年６月までＡ（地名）内の「Ｂ」

（Ｃ社の屋号）に勤めていたが、その期間の厚生年金保険の加入記録が

無いので、調査してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻は、申立人が申立期間においてＣ社に勤務していたと主張し

ている。 

   しかしながら、Ｃ社は、「創業以来の社員が記載された社員名簿に申立

人の氏名は見当たらない。」と回答している上、Ｃ社の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において申立期間に厚生年金保険の被保険者資格を取得

している複数の者に聴取しても、申立人の勤務について証言は得られず、

申立人のＣ社における勤務実態を確認することができない。 

   また、Ｃ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間において、

申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   さらに、申立人の妻は、「夫は、Ｄ（作業）や、Ｅ（作業）を行ってい

た。」と供述しているところ、Ｃ社は、「業務内容から、子会社のＦ社に

勤務していた可能性も考えられるので確認したが、Ｆ社には申立期間当時

の資料が残されていない。」と供述しており、申立人のＦ社における勤務

実態を確認することができない。 

   加えて、Ｆ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間に申立人

の氏名は無い。 



   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3331 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年６月から 33 年５月１日まで 

             ② 昭和 33 年６月から 34 年５月まで 

    私は、公共職業安定所の紹介により、Ａ事業所に昭和 32 年６月から

33 年４月末までの間勤務し、その後、Ｂ社に同年６月から 34 年５月ま

での間勤務したにもかかわらず、厚生年金保険の加入記録が無いことは

納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、Ａ事業所の所在地、事業主の氏名等

について具体的に供述していることから、勤務期間は明らかでないもの

の、当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

    しかし、Ａ事業所は、昭和 32 年 10 月１日に厚生年金保険の新規適用

事業所となり、33 年５月１日に適用事業所でなくなっていることから、

申立期間①の一部は適用事業所となる前の期間である。 

    また、Ａ事業所の当時の事業主は既に死亡している上、その親族は、

「Ａ事業所に関する資料は保管されておらず、申立人の勤務期間、厚生

年金保険の届出及び厚生年金保険料の控除状況は不明である。」と回答

しており、申立人の厚生年金保険の加入状況及び保険料の控除について

確認できない。 

    さらに、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されて

いる被保険者は 10 人確認できるところ、申立人の氏名は無く、健康保

険の整理番号にも欠番は無い上、ほかに申立人の申立期間①における保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 



  ２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ社の所在地、業務内容について具

体的に供述していることから、勤務期間は明らかでないものの、同社に

勤務していたことは推認できる。 

    しかし、Ｂ社は、Ｃ区において昭和 35 年１月１日に厚生年金保険の

適用事業所となり、同年６月１日に適用事業所ではなくなり、その後Ｄ

市Ｅ区で同年８月１日に適用事業所になり、52 年 10 月 30 日に適用事

業所でなくなっていることから、申立期間②は適用事業所になる前の期

間である。 

    また、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている元

同僚は、「申立人のことは知らない。」と供述している上、同社は既に

解散しており、解散時の代表取締役に文書照会を行ったが回答が得られ

ないことから、申立人の申立期間②における保険料の控除については確

認できない。 

    このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3332 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年２月 29 日から同年８月 10 日まで 

    私は、Ａ社が設立された昭和 43 年２月 29 日から同年８月 10 日まで、

同社に勤務したにもかかわらず、厚生年金保険の加入記録が無いので調

べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社の出資金領収書（昭和 43 年２月 21 日付け）を所持して

いること、及び当該事業所における業務内容を詳述していることから、申

立期間に当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ社は、昭和 47 年４月１日に厚生年金保険の新規適用

事業所になっていることから、申立期間は適用事業所になる前の期間であ

る。 

   また、オンライン記録により、申立人が氏名を挙げた事業主及び元同僚

を調査したところ、事業主は申立期間において国民年金に加入し、国民年

金保険料を納付しており、元同僚は、当該事業所で厚生年金保険被保険者

の資格を取得していないことが確認できる。 

   さらに、当該事業所が新規適用事業所になった、昭和 47 年４月１日に

厚生年金保険被保険者の資格を取得した 10 名のうち連絡の取れた１名は、

｢私は、設立当初から当該事業所に勤務しているが、厚生年金保険に加入

したのは 47 年４月からであり、同年３月までは国民年金に加入してい

た。｣と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3333 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年４月１日から 57 年１月１日まで 

             ② 昭和 58 年１月２日から同年５月１日まで 

    私は、昭和 54 年 11 月にＡ社に入社し、同社Ｂ支店において、Ｃ（作

業）をしていた。前後の期間は、厚生年金保険に加入しているのに、申

立期間が厚生年金保険に未加入とされていることは納得できないので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ支店の当時の支店長及び元同僚の証言により、申立人が申立期間

において当該事業所に継続して勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、申立期間当時の複数の同僚は、申立人が行っていたＣ

（作業）について、「Ｃ（作業）が目標に達しない場合は、社員扱いでな

くなり、厚生年金保険に加入させなかった。」とそれぞれ証言している。 

   また、Ａ社の後継会社であるＤ社には、当時の人事記録及び給与関係書

類が残されておらず、申立人も当時の給与明細書等の資料を保持していな

いため、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3334 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年８月 28 日から 21 年８月 28 日まで 

    私は、Ａ県の学校を卒業後、昭和 18 年１月から隊員として、同県Ｂ

郡Ｃ町にあったＤ事業所にＥ課のＦ係として勤務し、終戦後も残務整理

のため勤務を続け、21 年８月頃まで勤務した。 

    当該事業所で最後まで一緒に勤務した元同僚が、申立期間に係る厚生

年金保険を受給していることから、私も同じく厚生年金保険を受給でき

るはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄ事業所は、昭和 17 年１月１日に労働者年金保険の適用事業所となり、

20 年８月 28 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっていることから、

申立期間は、適用事業所でなくなった後の期間である。 

   また、元同僚から申立人の勤務期間について具体的な証言を得ることが

できない上、事業主及び当時の賃金台帳等の関係資料の所在は不明である

ことから、申立期間当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   さらに、申立人及び当該元同僚の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）

を調査した結果、当該事業所における被保険資格喪失日はいずれも昭和

20 年８月 28 日で、喪失理由は「解散」となっており、当該事業所が同日

に厚生年金保険の適用事業所でなくなっていることと符合する。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3335 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年９月から 58 年６月１日まで 

    私は、昭和 56 年９月から 58 年５月末日までＡ区Ｂに所在したＣ社に

勤務し、この期間厚生年金保険に加入していたにもかかわらず、厚生年

金保険の被保険者記録が欠落しているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社は、昭和 56 年７月 16 日に設立され、平成２年５月にＡ区ＢからＤ

県Ｅ郡Ｆ町（現在は、Ｇ市）に移転し、Ｈ社と社名変更しているが、当該

事業所が厚生年金保険の新規適用事業所となったのは、同年７月１日であ

り、申立期間は、適用事業所となる前の期間である。 

   また、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は無く、申立人が氏

名を挙げた元同僚は、生年月日が不明なため、個人を特定することができ

ず、元同僚の聞き取り調査を行うことができないことから、申立人の勤務

実態について確認できない。 

   さらに、事業主は、「当時は厚生年金保険の適用事業所ではなく、給与

から厚生年金保険料は控除していなかった。当時の人事記録及び給与関係

書類は保管していない。」と供述していることから、申立人の申立期間当

時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3336 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年３月 27 日から同年７月 15 日まで 

    私は、昭和 34 年３月 27 日から 47 年 12 月末日まで、Ａ社（現在は、

Ｂ社）に勤務したが、申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が

欠落しているので、この期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社の事業主から提出された「退職金支払計算承認書」により、申立人

は、昭和 34 年３月 27 日から 47 年 12 月 30 日まで継続して勤務していた

ことは確認できる。 

   しかし、申立人の雇用保険の加入記録は、昭和 34 年７月 15 日取得、47

年 12 月 30 日離職となっており、オンライン記録と符合する。 

   また、申立人が氏名を挙げた元同僚２名は所在不明のため、当該事業所

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に勤務し、

供述が得られた６名は、いずれも申立人のことを覚えているものの、申立

人の勤務期間について具体的な供述を得ることはできない。 

   さらに、事業主は、「入社から約３か月間は、試用期間であり、その後

本採用扱いされ、雇用保険を含め社会保険に加入させていたと考えられ

る。」と回答している。 

   加えて、事業主は、「申立期間当時の賃金台帳等の関係資料を保存して

いない。」と回答していることから、厚生年金保険料の控除について確認

できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3337 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 12 月から 51 年４月まで 

    私は、昭和 42 年 12 月から 51 年４月まで、Ａ社に継続して勤務して

いたが、この間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務していた

ときの手帳や工場長の名刺を提出するので、厚生年金保険の被保険者記

録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出されたＢ事業所発行の手帳及び元事業主の妻の証言並び

に雇用保険の加入記録から判断すると、申立人が申立期間にＡ社に勤務し

ていたことは確認できる。 

   しかし、Ａ社は、申立期間中の昭和 45 年２月１日からＣ厚生年金基金

に加入しているところ、同基金では、「申立人の加入記録は無い。」と回

答している。 

   また、オンライン記録によると、申立人及びその妻は、申立期間前にＤ

市において国民年金への加入手続を一緒に行い、申立人の前職での資格喪

失日である昭和 41 年 10 月１日に遡っていずれも強制で国民年金の被保険

者資格を取得し、申立期間中の 43 年４月から 47 年３月までいずれも全額

申請免除を受けていることが確認できる。 

   さらに、事業主は「申立期間当時の関連資料は処分して無い。」と回答

していることから、申立人の申立期間当時の厚生年金保険料の控除につい

て確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3338 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年６月 16 日から 60 年９月 30 日まで 

    私は、Ａ事業所に勤務していた期間のうち、昭和 52 年６月から 56 年

７月までの標準報酬月額に変更がなく、また同年８月に一度昇給してか

ら 60 年９月までの標準報酬月額も変更がない記録となっている。しか

し、同期で同職種であった元同僚の標準報酬月額は、ほぼ毎年高くなっ

ているので、私の標準報酬月額に変更がないことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社（Ｃ社を承継）は、「申立期間当時の人事、給与関係資料は保管さ

れていない。職員の給与については、個々への対応に係ることで、申立期

間当時のことは分からない。」と回答しており、申立人の申立期間当時の

厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   また、申立人がＡ事業所で一緒に仕事をしていたとして氏名を挙げた元

同僚３名のうち、供述が得られた１名は、「自分の標準報酬月額には問題

無い。ほかの同僚の標準報酬月額までは分からない。」と供述している。 

   さらに、申立人が氏名を記憶している国内勤務の元同僚２名はいずれも

「自分の標準報酬月額には問題無い。ほかの同僚の標準報酬月額までは分

からない。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3339 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年３月 21 日から同年８月１日まで 

    私の夫は、昭和 30 年２月から 47 年１月末日までＡ市に所在したＢ社

に継続して勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の被保険者期間が

欠落している。この期間の厚生年金保険料は、事業主により給与から控

除されていたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言により、申立人は、申立期間にＢ社に勤務していたことは

推認できる。 

   しかし、Ｃ社（Ｂ社を承継）から提出された申立人の健康保険厚生年金

保険被保険者資格取得届及び健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認

通知書により、申立人は、昭和 35 年３月 21 日に被保険者資格を喪失し、

同年８月１日に再取得していることが確認できる上、同社は、「申立期間

当時の状況を知る者が社内にいないため、申立人の厚生年金保険の記録に

欠落がある理由は分からない。」と回答しており、申立人の申立期間当時

の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3340 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月１日から 38 年４月 27 日まで 

    私は、申立期間については、Ａ社Ｂ出張所において、Ｃ（職種）とし

て勤務していたが、この間の厚生年金保険の被保険者記録が無いことは

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された昭和 38 年分給与所得の源泉徴収票により、申立

人がＡ社Ｂ出張所に 38 年４月まで勤務し、同年１月から退職するまで期

間、社会保険料を控除されていることが確認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、当該事業所は昭和 38 年７月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は、適用事業所になる

前の期間である。 

   また、上記源泉徴収票に記載されている社会保険料控除額（2,370 円）

は、当該事業所が加入していたＤ国民健康保険組合の保険料と雇用保険料

の合計額におおむね符合する。 

   さらに、オンライン記録により、当該事業所が適用事業所となった昭和

38 年７月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している元同僚４名

を抽出して調査したところ、そのうち３名が、｢当該事業所が適用事業所

になる前から勤務していた。｣と供述し、このうち１名は、｢Ｄ国民健康保

険に加入していて、厚生年金保険の適用事業所になる前は、厚生年金保険

料は控除されていなかった。｣と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3341 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年２月から 34 年７月まで 

    私は、昭和 33 年１月にＡ社に入社してから、34 年７月末に退社する

まで、住み込みで継続して勤務していたのに、申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶している元同僚は所在が不明であることから、Ａ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に勤務していた元

同僚のうち、連絡を取ることができた５名に聴取したが、全員が申立人を

記憶しておらず、申立人の申立期間における勤務実態が確認できない。 

   また、当該事業所の元事業主は既に死亡しており、申立期間当時の賃金

台帳等関係資料の所在は不明であることから、厚生年金保険料の控除につ

いて確認できない。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間に

おいて申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3342 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年１月 10 日から同年８月 31 日まで 

    私は、平成 15 年１月から 16 年３月まで、Ａ社にＢ（職種）として勤

務し、申立期間の給与が 24 万円ぐらいあったのに、実際の振込額に比

較して、標準報酬月額が著しく低くなっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

事業主から提出された平成 15 年１月 20 日付けＣ社会保険事務所（当時）

の確認印がある健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報

酬決定通知書により、事業主はオンライン記録のとおり、14 万 2,000 円

の標準報酬月額を届け出ていることが確認できる上、申立人に係る厚生年

金保険の加入記録に訂正の形跡は無く、不合理な処理はみられない。 

   また、事業主は、「申立期間当時、新規採用のＢ（職種）の収入は 14

万 2,000 円ぐらいであったと思う。」と回答しているところ、オンライン

記録によると、当該事業所において申立人の前後 10 人のＢ（職種）の厚

生年金保険の被保険者資格取得時の標準報酬月額は、申立人と同額の 14

万 2,000 円であることが確認できる。 

   さらに、申立人から提出された平成 15 年度分給与所得の源泉徴収票に

は、社会保険料控除額として 27 万 9,250 円と記載されていることが確認

できるところ、この控除額は、社会保険事務所（当時）に届け出られた資

格取得時の標準報酬月額（14 万 2,000 円）に見合う額であると認められ

る。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3343 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年４月から 62 年３月まで 

             ② 平成３年１月から同年６月まで 

             ③ 平成３年 10 月から４年５月まで 

             ④ 平成４年７月から同年 10 月まで 

    私は、昭和 60 年から 62 年に、Ａ社のＢ県Ｃの工事現場で働いていた

期間が厚生年金保険の被保険者期間になっていないことは納得できない。

また、平成３年１月頃から４年 11 月頃までＤ社に何回か勤務していた

はずであるので、調査の上、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ社の元社員は、「申立人は工事期間中に足を

怪我したこともあり、申立人を覚えているが、工事期間当初からではな

く、工事期間の途中から勤務したと思う。」と供述していることから、

申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

    しかしながら、当該事業所での申立人に係る雇用保険の加入記録は無

く、申立人が勤務した期間を確定することができない上、当該事業所の

健康保険厚生年金保険被保険者名簿で、申立人の氏名及び申立人が記憶

している元同僚の氏名は確認することができず、健康保険の整理番号に

欠番は無い。 

    また、当該事業所は平成 14 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっており、当時の人事担当者も既に死亡しているため、申立期

間①における申立人の厚生年金保険の加入状況について確認することが

できない。 

    さらに、オンライン記録において、申立期間①は国民年金の被保険者



期間であり、昭和 60 年４月から 61 年３月までの期間については未納期

間、61 年４月から 62 年３月までの期間については申請免除期間となっ

ていることが確認できる。 

    このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②から④までの期間については、申立人の雇用保険の加入記

録により、申立人が当該期間にＤ社に勤務していたことは確認できる。 

    しかしながら、当該事業所の元事業主は、「厚生年金保険の届出につ

いては、会社が倒産しており提出書類は不明である。」と回答しており、

当該事業所の元同僚も死亡又は所在が確認できないため、申立人の当該

期間における厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

    また、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立

人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

    さらに、オンライン記録において、当該期間のうち国民年金の被保険

者期間である平成３年４月及び同年５月は納付済期間、同年８月から４

年３月までの期間については申請免除期間となっていることが確認でき

る。 

    このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3344 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年 11 月５日から 55 年４月１日まで 

    私は、求人広告に応募し、昭和 54 年 11 月５日にＡ社の現場で採用さ

れ、現在まで勤務しているが、当該事業所での厚生年金保険の被保険者

資格取得日が 55 年４月１日とされている。納得できないので、調査の

上、私の年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言、雇用保険の加入記録及びＡ社が保有する「人事カード」

から、申立人が申立期間において当該事業所に勤務していたことは確認で

きる。 

   しかしながら、元同僚は、「現場採用の場合は、３か月程度の見習い期

間があったこともある。」と証言している上、申立期間当時、現場で採用

された同僚は、「自分は、求人のチラシを見て応募し採用された。正社員

希望ということで３か月間の見習い期間があるということだった。しかし、

３か月たっても正社員にしてもらえず、しばらくして会社から正社員とな

った旨の連絡があり、社会保険に加入した。」と証言している。 

   また、当該事業所は、「既に資料を破棄しているため、厚生年金保険の

届出がどのようになされたのか、また給与から厚生年金保険料を控除して

いたのかについては不明であるが、現場採用の場合、雇用保険には加入さ

せるが、厚生年金保険は期間をおいて勤務状況を見ながら対応することも

あったと考えられる。」と回答している。 

   さらに、当該事業所及びＢ健康保険組合は、「当時の記録は、保存され

ていない。」と回答している上、Ａ社の当時の社会保険担当者は既に死亡

しており、申立人の申立期間における厚生年金保険の加入状況について確



認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3345（事案 1037 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年 10 月頃から 35 年６月 11 日まで 

    私は、昭和 33 年９月に普通自動車免許取得後、申立期間においてＡ

区のＢ事業所にＣ（職種）として勤務した。前回の調査ではＤ社（現在

は、Ｅ社）に勤務していたことになっているとのことだが、自分が勤め

ていたのはＢ事業所であり、同社はしっかりとした会社だったので、厚

生年金保険に加入させてくれていたはずであり、再調査願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人が記憶している事業内容及び

申立人が保管していた写真から、時期は特定できないがＤ社に勤務してい

たことは推認できるものの、ⅰ）申立期間に勤務していた元同僚は申立人

についての記憶が無いこと、ⅱ）事業主は、当時の記録が無いため申立人

の勤務実態を確認できないと回答していること、ⅲ）健康保険厚生年金保

険被保険者名簿の申立期間において、申立人の記録を確認できないことか

ら、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年９月３日付けで年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、「自分はＢ事業所に勤務していた。Ｄ社は知らない。

Ｂ事業所はしっかりした会社だったので、厚生年金保険に加入させてくれ

ていたはずだ。」と主張している。 

   しかしながら、申立人が記憶するＢ事業所の所在地は、Ｄ社の所在地と

ほぼ一致していることが同社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により

確認できる上、申立人が記憶する事業主の氏名及び当時勤務していた親族

の氏名が、上記被保険者名簿で確認できる。 

   また、Ｅ社に係る履歴事項全部証明書によると、昭和 42 年６月 15 日に



Ｄ社からＥ社に事業所名称が変更されていることが確認できる上、当該事

業所の元工場長は、「戦時中、他社と連合してＤ社を作り、その名前で一

時活動していたが、申立期間当時はＦ事業所の名称で活動していた。」、

「当時は、人の出入りが激しかったので、入社したばかりの者をすぐには

社会保険に入れていなかった。しばらく様子をみて、勤まりそうだと社長

が判断してから加入させていた。」と証言している。 

   さらに、申立期間当時の複数の同僚について調査を行ったが、申立人に

ついての記憶は無い上、当時の事業主及び社会保険担当者は、既に死亡し

ていることから、当時の厚生年金保険の加入状況について確認することが

できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3346 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年９月から 44 年８月まで 

    私は、厚生年金保険又は国民年金のどちらかに加入するように心掛け

ており、Ａ協同組合に勤務する者はＢ共済組合に加入するとは知らなか

ったので、当該協同組合に勤めていた申立期間については、国民年金の

納付書は送付されてきていないことから厚生年金保険に加入していると

思っていた。当該協同組合に勤務していた期間の年金加入記録が無いこ

とは納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に対し年金事務所長から交付された「健康保険資格取得・資格喪

失等確認通知書」により、申立人がＡ協同組合に勤務していたことは確認

できるところ、当該協同組合は、健康保険厚生年金保険事業所別被保険者

名簿により、昭和 34 年１月２日に「共済編入」により厚生年金保険の適

用事業所でなくなっており、申立期間においては健康保険のみの適用とな

っていることが確認できる。 

   また、Ｂ共済組合から提出された、Ａ協同組合の組合員に係る「Ｂ共済

組合員期間確認照会回答票」により、当該協同組合は、申立期間において

Ｂ共済組合の加入団体であったことは確認できるものの、当該共済組合は、

上記回答票において、申立人のＢ共済組合員としての加入記録は無いと回

答している。 

   さらに、Ｂ共済組合が保管していた「組合員資格新規取得届」により、

Ａ協同組合が申立人の複数の元同僚の資格取得届を当該共済組合に提出し

た日は、昭和 44 年８月 26 日(当該共済組合の受付日は同年９月４日)であ

り、申立人が当該協同組合の資格を喪失した後に資格を取得していること



が確認できる上、当該共済組合の資格取得日と健康保険の資格取得日が一

致していないことについて、元同僚は「一致していない理由については不

明であり、共済組合に未加入だった期間の掛金が給与から控除されていた

かは覚えていない。」と供述している。 

   加えて、Ａ協同組合は、閉鎖登記簿謄本により、昭和 52 年６月 22 日に

解散していることが確認でき、当時の理事及び経理担当者は既に死亡もし

くは所在が不明であり、申立期間において申立人が給与から厚生年金保険

料を控除されていたかどうかを確認することができない上、Ｂ共済組合作

成の「Ａ協同組合喪失・転出組合員一覧」において、資格取得日順に付番

される組合員の個人番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3347 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年９月１日から 58 年９月１日まで 

    私は、申立期間当時、Ａ事業所（現在は、Ｂ社）でＣ（作業）の仕事

に従事していたが、申立期間が厚生年金保険に未加入とされているので

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元同僚の証言並びにＡ事業所の元同僚及び業務内容に関する申立人の申

立内容から、申立人が当該事業所に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、当該事業所のＣ（作業）場の元同僚は、「Ｃ（作業）の

場合は、親方の口ききで入社してくるのが大部分で、人の出入りも多かっ

た。臨時の非正規社員は厚生年金保険に加入できなかった。私も、入社し

て１年６か月後に厚生年金保険に加入した。」と証言しており、当該元同

僚の厚生年金保険の加入記録とも符合する。 

   また、事業主は、「当時の資料が残っていないため、申立人に係る勤務

期間及び厚生年金保険料の控除について確認することはできない。また、

Ｄ健康保険組合にも確認したが、申立人に係る記録は無かった。」と回答

している。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



千葉厚生年金 事案 3348 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、平成 10 年５月６日から 11 年３月 31 日までＡ社に勤務してい

たが、同社での厚生年金保険の被保険者資格喪失日が同年３月 31 日と

なっているので調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社に平成 11 年３月 31 日まで勤務していた。」と主張し

ているところ、申立人から提出された、平成 11 年４月の給与明細書の

「出勤日数」欄に「６日」と記載されていることが確認できるほか、同月

の給与明細書において厚生年金保険料が控除されていることが確認できる

が、申立人及び元上司の供述から、当該事業所の給与の締日は毎月 20 日

であること、及び申立人の有給休暇についても平成 10 年 12 月の給与明細

書で付与日数を全て消化していることが確認できることから、11 年４月

の給与明細書における「出勤日数」欄の「６日」については、土曜、日曜、

祭日を考慮すると同年３月 23 日から退職日である同年３月 30 日までの６

日間であると考えられ、オンライン記録の被保険者資格喪失日（同年３月

31 日）とも符合する。 

   また、雇用保険の加入記録によると、申立人は平成 11 年３月 30 日に当

該事業所を離職したことが確認でき、オンライン記録とも符合することか

ら、申立人は、同年３月 30 日に当該事業所を退職したものと推認される。 

   一方、厚生年金保険法第 19 条第１項は、「被保険者期間を計算する場

合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を

喪失した月の前月までをこれに参入する。」、同法第 81 条第２項は、

「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するもの



とする。」とされていることから判断すると、Ａ社における厚生年金保険

料控除は、申立人から提出された給与明細書から翌月控除と考えられ、平

成 11 年４月の給与（同年３月 21 日から退職日までの日割り分の給与）か

ら厚生年金保険料が控除されていたことをもって、同年３月を申立人の厚

生年金保険被保険者期間とすることはできず、申立人の同年４月の給与か

ら控除された厚生年金保険料は、事業主が誤って控除したものと考えられ

る。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、厚生年金保険の被保険者であったと認める

ことはできない。



千葉厚生年金 事案 3349 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から 10 年７月１日まで 

    私は、昭和 49 年７月から平成 10 年６月末までＡ社を経営し、その間、

厚生年金保険に加入していたが、８年４月以降の標準報酬月額がそれま

での 50 万円から 20 万円に減額されていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間の標準報酬月額については、平成８年４月１日に 50

万円から 20 万円とする被保険者月額変更届が同年 10 月２日付けで処理さ

れており、不当に減額されたと主張しているところ、申立人は、オンライ

ン記録により、申立期間当時Ａ社の代表取締役だったことが確認できる上、

「同社の厚生年金保険関係の事務は、担当社員と妻に任せていたので、自

身及び社員の標準報酬月額に係る減額の届出を行ったか否かについて記憶

していないが、社会保険料の滞納への対応や社会保険事務所（当時）への

届出については、その都度、事業主であった私が当該担当社員から報告を

受け了承していた。」と供述している。 

   また、当該担当社員及び申立人の妻は、上記被保険者月額変更届処理に

関して、「証拠資料は何も無いが、申立期間に係る届出を行った記憶は無

い。」と供述している。 

   しかしながら、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平

成 10 年７月１日に厚生年金保険被保険者資格を喪失している７名のうち、

８年４月に在職していた６名の標準報酬月額は、同年 10 月の定時決定で

は、７年 10 月の定時決定額より、いずれも１万円から６万円の幅で減額

されている上、そのうち社員１名は、標準報酬月額の減額理由について、



「その当時、当社の経営が悪化し給料を下げられたためであり、減額され

ていることについて異議は無い。」と供述しており、別の社員は、「標準

報酬月額が 24 万円から 20 万円に減額された理由について事業主から説明

された記憶は無い。」と供述している。 

   また、申立人は、申立てどおりの標準報酬月額に基づく届出及び保険料

の納付を行ったことを確認できる資料については、当該事業所の倒産直後、

事業所の清算事務を委託した弁護士に給与台帳を含む当該関連資料を預け

たが、返還されていないため提出できないと申述しているところ、当該弁

護士の消息が不明なため、申立てどおりの標準報酬月額に基づく届出及び

保険料の納付を行っていたか確認することができない。 

   このほか、申立期間における申立人の給与から、申立てどおりの標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申

立人）は、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していない

ことを知り、又は知りうる状況であったと認められる場合については、記

録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につい

ては、特例法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 


